
目標年度

主要な政策に係る政策評価の事前分析表（平成30年度実施政策）

情報通信（ICT政策）

［最終アウトカム］：全ての国民一人ひとりが「真の豊かさ」を実感できる世界最高水準の情報通信技術利活用社会を実現すること。
［中間アウトカム］：我が国の経済再生や様々な社会課題（超高齢社会、地域経済の活性化、社会保障費の増大、大規模災害対策等）を解決するためには、あらゆる領域に
　　　　　　　　　　　　活用される万能ツールであるICTの高度利活用の推進が不可欠である。このような現状を踏まえ、これまで整備してきたICT利活用のための基盤も活用し
　　　　　　　　　　　　ながら、ICTによる新たな産業・市場を創出すること、社会課題の解決を推進すること及びICT利活用のための環境整備を実施する。

政策評価実施予定
時期

平成31年８月

ICTによる生産性向上・国際競争力の強化、ICTによる地域の活性化、誰もが安心してICTを利用できる環境の整備、
先進的社会システムの構築を図り、ICTの高度利活用を推進することで、世界最高水準の情報通信技術利活用社会
を実現する。

基準（値）

施策手段

施策目標

政策の概要

基本目標【達成すべき目標及び目標設
定の考え方・根拠】

年度ごとの目標（値）

担当部局課室名

情報流通行政局 情報流通振興課
他５課
国際戦略局　情報通信政策課
総合通信基盤局 消費者行政第一
課

目標（値）
測定指標の選定理由、施策目標と測定指標の関係性（因果関係）

及び目標（値）（水準・目標年度）の設定の根拠

作成責任者名
情報流通行政局　情報通信政策課
課長
今川　拓郎

分野【政策体系上の
位置付け】

年度ごとの実績（値）（※２）

基準年度 28年度 29年度 30年度

政策（※１）名 政策10：情報通信技術高度利活用の推進

　　　　　　　　測定指標
（数字に○を付した測定指標は、主
要な測定指標）

ICTによる生産性向上・
国際競争力の強化、ICT
による地域の活性化、誰
もが安心してICTを利用
できる環境の整備、先進
的社会システムの構築
を図ること

①
国内生産額に占めるICT産業
の割合
　＜アウトカム指標＞

全産業中最大規模
を維持

全産業中最大規模
（平成29年度情報通
信白書）

―

IoTサービスの創出・展
開に当たって克服すべき
課題の解決に資する参
照モデルの構築及び必
要なルールの明確化等
を通じたデータ利活用の
促進
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IoTサービスの創出・展開に当
たって克服すべき課題の解決
に資する参照モデルの構築数
　＜アウトプット指標＞

※IoT : Internet of Things（モノ
のインターネット）の略である。
自動車、家電、ロボット、施設
などあらゆるモノがインター
ネットにつながり、情報のやり
取りをすることで、モノのデータ
化やそれに基づく自動化等が
進展し、新たな付加価値を生
み出すというコンセプトを表し
た語である。
【引用元】世界最先端ＩＴ国家創
造宣言・官民データ活用推進
基本計画（平成29年５月30日
閣議決定）

IoT サ ー ビ ス の 創
出・展開に当たって
克服すべき課題の
解決に資する参照
モデルの構築数：０

30年度

全産業中最大規模
を維持

全産業中最大規模
を維持

全産業中最大規模
を維持

情報通信技術（ICT）は、あらゆる領域に活用される万能ツールとして、経
済再生や社会的課題の解決に大きく貢献するものである。
国内生産額に占めるICT産業の市場規模が大きいことは、ICTによる新た
な産業・市場を創出されていることにつながることから、指標として設定。

【参考】
 「ICTの経済分析に関する調査」
 ・平成29年版 95.7兆円／968.5兆円　9.9％
 ・平成28年版 84.1兆円／964.2兆円　8.7％
 ・平成27年版 82,2兆円／942.3兆円　8.7％
 ・平成26年版 81.8兆円／924.0兆円　8.9％

IoT サ ー ビ ス の 創
出・展開に当たって
克服すべき課題の
解決に資する参照
モデルの構築数：８

IoT サ ー ビ ス の 創
出・展開に当たって
克服すべき課題の
解決に資する参照
モデルの構築数：26

―

27年度

IoT サ ー ビ ス の 創
出・展開に当たって
克服すべき課題の
解決に資する参照
モデルの構築数：30

30年度

IoT サ ー ビ ス の 創
出・展開に当たって
克服すべき課題の
解決に資する参照
モデルの構築数：５

IoT サ ー ビ ス の 創
出・展開に当たって
克服すべき課題の
解決に資する参照
モデルの構築数：20

IoT サ ー ビ ス の 創
出・展開に当たって
克服すべき課題の
解決に資する参照
モデルの構築数：５

IoTサービスの普及・展開に関しては、IoT/ビッグデータ/AI(人工知能)に
よる急速なビジネス・社会変革が進みつつある中、世界の動きに遅れをと
ることのないよう、我が国としても、新たなビジネスモデル等への対応を進
め、新産業・市場の創出を図っていく必要がある。

【参考】「日本再興戦略」改訂2015（平成27年６月30日閣議決定）「IoT・
ビッグデータ・人工知能などがもたらす産業構造・就業構造の変革につい
ては、世界の動きに遅れをとることのないよう、まずは、産学官の幅広い
関係者が連携を進めつつ、足下で既に動きつつある新たなビジネスモデ
ル等への対応を進め、ITを活用した産業競争力の強化に取り組むととも
に、人材育成やセキュリティ対策などの喫緊の課題に取り組む必要があ
る」

一方、制度面・社会面の多岐に渡る課題により、IoTサービスを利活用し
たモデルケースの普及・展開が十分に進んでいない現状を踏まえ、IoT
サービスの創出・展開に当たって克服すべき課題の解決に資する参照モ
デルの構築数を測定指標として設定。

【参考】世界最先端IT国家創造宣言（平成28年５月20日閣議決定）「通信・
放送・農林水産業・医療・都市／住まい・観光といった生活に身近で地域
格差を含む課題解決に資する重点分野を特定し、セキュリティやプライバ
シーに配慮しつつ、データの利活用を促すための制度整備に向けた検討
を推進。」

以上を踏まえ、「測定指標」、「基準（値）」、「目標（値）」、「年度ごとの目標
（値）」及び平成30年度の「年度ごとの実績（値）については、上記で設定
した測定指標に合わせ追記した。また、IoTの解説及びアウトプット指標に
ついて、表現の現行化を行った。

全産業中最大規模
（平成28年度情報通
信白書）

全産業中最大規模
（平成27年版情報通
信白書）

27年度

（総務省30－⑩）
モニタリング



衛星放送での４Ｋ・８Ｋ実
用放送のチャンネル数
拡大に向けた技術的実
証及び試験放送の実施

4
４Ｋ・８Ｋ放送の実現（４Ｋ・８Ｋ
放送の実現メディア数）
　＜アウトカム指標＞

４ Ｋ 放 送 の 実 現 メ
ディア数　３※

※ 124/128 度 CS 、
CATV、IPTV等

８ Ｋ 放 送 の 実 現 メ
ディア数　０

27年度

４ Ｋ 放 送 の 実 現 メ
ディア数　５

※ BS 、 110 度 CS 、
124/128 度 CS 、
CATV、IPTV等

８ Ｋ 放 送 の 実 現 メ
ディア数　１※

※BS等

30年度

・４Ｋ放送の実現メ
ディア数　３

・８Ｋ放送の実現メ
ディア数　０

・４Ｋ放送の実現メ
ディア数　３

・８Ｋ放送の実現メ
ディア数　０

・４Ｋ放送の実現メ
ディア数　５

・８Ｋ放送の実現メ
ディア数　１

４Ｋ・８Ｋ放送は、現行ハイビジョンを超える高精細で臨場感と迫力ある映
像を提供するものである。その推進は、視聴者利益の向上とともに、４Ｋ・
８Ｋ放送を契機とした新たなサービス・機器の市場の拡大等による成長戦
略への貢献を目的としており、「経済財政運営と改革の基本方針2015」
（平成27年６月30日閣議決定）において「４Ｋ・８Ｋなどの高度な映像サー
ビスの実現等」が記載され、「日本再興戦略」改訂2015（平成27年６月30
日閣議決定）、「日本再興戦略」改訂2016（平成28年６月２日閣議決定）、
「世界最先端IT国家創造宣言」（平成27年６月30日、平成28年５月20日閣
議決定）、「４Ｋ・８Ｋ推進のためのロードマップ（2015）」（４Ｋ・８Ｋロードマッ
プに関するフォローアップ会合）において2015年に４Ｋ放送を、2018年に８
Ｋ放送を開始することを目指すとされたことを踏まえ、当該目標を指標とし
て設定。

・４Ｋ放送の実現メ
ディア数　３

・８Ｋ放送の実現メ
ディア数　０

・４Ｋ放送の実現メ
ディア数　３

・８Ｋ放送の実現メ
ディア数　０

―

日本の魅力を紹介する
放送コンテンツを制作、
発信等する取組を支援
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IoTサービスの創出・展開に当
たって克服すべき課題の解決
に資するデータ利活用の促進
等に必要なルール（法律、条
例、ガイドライン、規格等）の明
確化等の件数

　＜アウトカム指標＞

IoT サ ー ビ ス の 創
出・展開に当たって
克服すべき課題の
解決に資するデータ
利活用の促進等に
必 要 な ル ー ル （ 法
律、条例、ガイドライ
ン、規格等）の明確
化等の件数：０

27年度

IoT サ ー ビ ス の 創
出・展開に当たって
克服すべき課題の
解決に資するデータ
利活用の促進等に
必 要 な ル ー ル （ 法
律、条例、ガイドライ
ン、規格等）の明確
化等の件数：20

32年度

IoT サ ー ビ ス の 創
出・展開に当たって
克服すべき課題の
解決に資するデータ
利活用の促進等に
必 要 な ル ー ル （ 法
律、条例、ガイドライ
ン、規格等）の明確
化等の件数：５

IoT サ ー ビ ス の 創
出・展開に当たって
克服すべき課題の
解決に資するデータ
利活用の促進等に
必 要 な ル ー ル （ 法
律、条例、ガイドライ
ン、規格等）の明確
化等の件数：10

IoT サ ー ビ ス の 創
出・展開に当たって
克服すべき課題の
解決に資するデータ
利活用の促進等に
必 要 な ル ー ル （ 法
律、条例、ガイドライ
ン、規格等）の明確
化等の件数：５

IoTサービスの普及・展開に関しては、IoT/ビッグデータ/ＡＩ(人工知能)に
よる急速なビジネス・社会変革が進みつつある中、世界の動きに遅れをと
ることのないよう、我が国としても、新たなビジネスモデル等への対応を進
め、新産業・市場の創出を図っていく必要がある。

【参考】「日本再興戦略」改訂2015（平成27年６月30日閣議決定）「IoT・
ビッグデータ・人工知能などがもたらす産業構造・就業構造の変革につい
ては、世界の動きに遅れをとることのないよう、まずは、産学官の幅広い
関係者が連携を進めつつ、足下で既に動きつつある新たなビジネスモデ
ル等への対応を進め、ITを活用した産業競争力の強化に取り組むととも
に、人材育成やセキュリティ対策などの喫緊の課題に取り組む必要があ
る」

一方、制度面・社会面の多岐に渡る課題により、IoTサービスを利活用し
たモデルケースの普及・展開が十分に進んでいない現状を踏まえ、IoT
サービスの創出・展開に当たって克服すべき課題の解決に資するデータ
利活用の促進等に必要なルール（法律、条例、ガイドライン、規格等）の
明確化等の件数を測定指標として設定。

【参考】世界最先端IT国家創造宣言（平成28年５月20日閣議決定）「通信・
放送・農林水産業・医療・都市／住まい・観光といった生活に身近で地域
格差を含む課題解決に資する重点分野を特定し、セキュリティやプライバ
シーに配慮しつつ、データの利活用を促すための制度整備に向けた検討
を推進。」

以上を踏まえ、「測定指標」、「目標（値）」、「年度ごとの目標（値）」、「年度
ごとの実績（値）については、上記で設定した測定指標に合わせ追記し
た。

IoT サ ー ビ ス の 創
出・展開に当たって
克服すべき課題の
解決に資するデータ
利活用の促進等に
必 要 な ル ー ル （ 法
律、条例、ガイドライ
ン、規格等）の明確
化等の件数：９件

IoT サ ー ビ ス の 創
出・展開に当たって
克服すべき課題の
解決に資するデータ
利活用の促進等に
必 要 な ル ー ル （ 法
律、条例、ガイドライ
ン、規格等）の明確
化等の件数：39件

―

5

放送コンテンツの海外展開の
促進（放送コンテンツ関連海外
売上高）
　＜アウトカム指標＞

放送コンテンツ関連
海外売上高
（288.5 億円）

27 年度
放送コンテンツ関連
海外売上高
（500 億円）

32年度

海外の効果的なメ
ディア等において、
日本の魅力を発信
する事業を実施。

海外の効果的なメ
ディアでの継続的な
放送を実施。

海外の効果的なメ
ディアでの継続的な
放送を実施。

放送コンテンツの海外展開は、放送コンテンツを通じた日本の地域産品・
サービスの輸出拡大や訪日外国人観光客の増加といった大きな波及効
果が期待でき、国家戦略としての「クール・ジャパン戦略」等にも大きく貢
献するものである。
従来の目標として、「2018年度までに放送コンテンツ関連海外市場売上高
を現在（2010年度）の約３倍に増加させる」としていたが2015年度にこれを
達成したことから、新たな目標として「2020年度までに放送コンテンツ関連
海外売上高を500億円に増加させる」と設定。

（これまでの実績）
　平成27年度（基準年度）288.5億円
　平成28年度　393.5億円

ASEAN諸国を中心
とする11か国・地域
における地上波等
の効果的なメディア
で、日本の魅力を継
続的に発信する事
業を実施（36事業）。

ASEAN諸国を中心
とする９か国・地域
における地上波等
の効果的なメディア
で、日本の魅力を継
続的に発信する事
業を実施（43事業）。
英国の衛星放送局
において、日本の魅
力を発信する番組を
放送。

―

ICTによる新た
な産業・市場を
創出すること



国・地方公共団体・公益
事 業 者 等 が 保 有 す る
データの利活用促進
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国・地方公共団体・公益事業
者等が保有するデータの利活
用を促進するためのモデル・ガ
イドラインの確立
　＜アウトプット指標＞

データの利用ルー
ル及び技術的事項
に 関 す る 検 討 や、
オープンデータ化の
メリットの可視化に
取り組むことにより、
情報流通連携基盤
等を活用した技術仕
様について、課題の
整理等を実施。

27年度

情報流通連携基盤
等を活用したオープ
ンデータ・ビッグデー
タの利活用に係る技
術仕様を２件以上確
立し、当該技術仕様
に沿ったデータ利活
用モデルを２件以上
確立。

29年度

情報流通連携基盤
等を活用したオープ
ンデータ・ビッグデー
タの利活用に係る技
術仕様を２件以上確
立。

技術仕様に沿った
データ利活用モデル
を２件以上確立。

国・地方公共団体・公益事業者等によるオープンデータと社会に存在する
多種多量な情報であるビッグデータを組み合わせるデータ利活用の促進
は、創造的新事業・新サービスの創出に資するものとして期待されてい
る。一方、データの公開については政府データカタログサイト試行版
「DATA.GO.JP」の本格運用開始（平成26年10月）など、国・地方公共団体
等における取組が活発になっているが、公開されたデータが十分に活用
されていないことが課題となっているため、データ利活用の促進に資する
協調領域の整備を目的に、データ利活用を促進するためのモデル・ガイド
ラインの策定を指標として設定するとともに、オープンデータ・ビッグデータ
の利活用に係る技術仕様の策定、モデルの確立を目標として設定した。

オープンデータの利
活用に係る技術仕
様を１件確立。
ビッグデータの利活
用に係る技術仕様
を２件確立。
オープンデータ利活
用 モ デ ル を １ 件 確
立。

ビッグデータの利活
用に係る技術仕様
に沿ったデータ利活
用 モ デ ル を ２ 件 確
立。

7
地方公共団体におけるオープ
ンデータの取組推進
　＜アウトプット指標＞

地 方 公 共 団 体 の
オープンデータ取組
率：16（％）

29年度
地方公共団体の

オープンデータ取組
率：100（％）

32年度

地 方 公 共 団 体 の
オープンデータ取組
率：30（％）

「官民データ活用推進基本法」においては、国、地方公共団体等が保有
するデータについて、国民が容易に利用できるよう必要な措置を講ずるも
のとされている。
特に地方公共団体のオープンデータについては、地域における新事業・
新サービスの創出、行政サービスの高度化等を実現し、地域の経済活性
化、課題解決等に寄与するものとして期待されており、「世界最先端IT国
家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」（平成29年５月30日閣議決
定）において、2020年度までに地方公共団体のオープンデータ取組率
100％とする目標が定められていることから、新たに指標として設定。

―

テレワークの推進等によ
り、地方創生や働き方改
革を実現する

⑨

テレワークの普及啓発の実施

（1）テレワーク導入企業の割合
(常用雇用者100人以上の企
業)
（2）全労働者数に占める週１日
以上終日在宅で就業する雇用
型在宅型テレワーカー数の割
合
　＜アウトカム指標＞

・255件のテレワーク
導入に関するアドバ
イス等を実施。
・専門家派遣の事例
集を作成。
【27年度】

(1)11.5％
【24年末】
(2)4.5％
【25年度】
※指標に該当する
テレワーカー数の割
合は、平成25年度よ
り取得を開始。

24年度
(1)24年度比で３倍
(2)10％

32年度

・300以上の企業・団
体等にテレワーク導
入に関するアドバイ
ス等を実施。
・テレワークを広く普
及させるため、先進
事例等をHP等で積
極的に紹介。

・300以上の企業・団
体等にテレワーク導
入に関するアドバイ
ス等を実施。
・テレワークを広く普
及させるため、先進
事例等をHP等で積
極的に紹介。

・平成28年度から平
成30年度の累積で
1,000 以上の企業・
団体等にテレワーク
導入に関するアドバ
イス等を実施。
・テレワークを広く普
及させるため、先進
事例等をHP等で積
極的に紹介。

若者や女性、高齢者、介護者、障がい者を始めとする個々人の事情や仕
事の内容に応じて、クラウドなどのICTサービスを利用し、外出先や自宅、
さらには山間地域等を含む遠隔地など、時間や場所を有効に活用できる
柔軟な働き方が選択できる社会の実現が求められている。
この現状を踏まえて、「世界最先端IT国家創造宣言」（閣議決定）におい
て、雇用形態の多様化とワーク・ライフ・バランスの実現への取組としてテ
レワークの普及・促進等が明記されている。同工程表において、2020 年
には、テレワーク導入企業を2012 年度比で３倍、週１日以上終日在宅で
就業する雇用型在宅型テレワーカー数を全労働者数の10％以上が目標
に定められており、目標達成に向けて施策の進捗状況を計測するため、
導入企業の割合及び雇用型在宅型テレワーカー数の割合を指標として設
定。
テレワークの普及状態については、より良い推計手法がないか、政府全
体でも検討しているところであるが、総務省においては具体的施策の実行
状況の方がより適切に測ることができるため、年度毎の目標としてアドバ
イス等の実施数を設定。さらに、先進事例等を周知公表することにより、
直接アドバイス等ができない企業・団体等に対しても、テレワークの普及
を促進する。
※「テレワーク」の定義について、表現の現行化を図った。

【参考】
・平成25年度　(1) 9.3％　　　　　　(2) 4.5％
・平成26年度　(1) 11.5％  　　　　 (2) 3.9％
・平成27年度　(1)16.2％              (2) 2.7％
・平成28年度  (1)13.3％              (2)7.7％
・平成29年度  (1)13.9％              (2)9.0％

・1,046社の企業・団
体等にテレワーク導
入に関するアドバイ
ス等を実施。
・テレワークを広く普
及させるため、先進
事例等をHP等で積
極的に紹介。

・2,309社の企業・団
体等にテレワーク導
入に関するアドバイ
ス等を実施。
・テレワークを広く普
及させるため、先進
事例等をHP等で積
極的に紹介。

―

ブロックチェーン技術の
社会実装を推進する
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ブロックチェーン技術の導入に
向けた取組の実施

（１）実証したユースケース
　＜アウトプット指標＞

（２）ブロックチェーン技術の導
入に向けた運用面、ルール面
及び技術面の課題整理
（３）ユースケースにおける、従
来型のデータベース技術を用
いた業務と比較した業務に要
するコスト削減率
　＜アウトカム指標＞

（１）２件
（２）実証を踏まえ、
抽出した課題の整
理を実施。

30年度
（１）４件（累計）
（３）削減率20％

31年度

・ 実 証 し た ユ ー ス
ケース：２件
・実証を踏まえ、抽
出した課題の整理を
実施。

ブロックチェーン技術は、インターネット以来の革新的な技術として世界的
に注目され、比較的安価でセキュアなデータベースが実現できるとして、
官民における様々な分野での活用が期待されており、当該技術の社会実
装は、我が国が早急に取り組むべき課題の一つである。
「未来投資戦略2018」（平成30年６月15日閣議決定）及び「世界最先端デ
ジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」（平成30年６月15日
閣議決定）においては、ブロックチェーン技術の活用が求められており、官
民の幅広い分野におけるブロックチェーン技術の社会実装に寄与するた
め、実証事業に着手し、当該事業を踏まえて抽出する具体的課題（運用
面、ルール面及び技術面）の整理の実施を指標として設定。
また、社会実装を見据え、従来型のデータベース技術と新たなブロック
チェーン技術を比較した業務効率化の度合いを測るため、実証したユー
スケースにおける業務に要するコスト削減率を指標として設定した。

―



多様なクラウド環境下に
おける情報連携推進事
業を実施
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自治体の業務システムにおけ
る多様なクラウド活用を可能と
する情報連携に係る技術仕様
の策定
　＜アウトプット指標＞

従来の自治体内に
設置しているシステ
ムとクラウド間や、ク
ラウド間における自
治体業務システム
の情報連携等に係
る技術仕様策定の
ための実証事業を
実施。

27年度

住民サービスの向
上に資する多様なク
ラウド活用を可能と
する情報連携に係
る技術仕様の策定。

28年度

自治体業務システ
ムとパブリッククラウ
ドとの連携方策の検
討・実施。

世界最先端ＩＴ国家創造宣言では、自治体の業務システムの運用コスト削
減に繋がるクラウド化を推進することとしているが、大規模自治体のクラウ
ド化が十分に進展していない状況に鑑み、国・地方・ＩＴ化BPR 推進チーム
第二次報告書において｢大規模団体における段階的なクラウド化推進に
向けた技術的課題の整理を踏まえ、住民サービスの向上に資する多様な
クラウドの活用を検討する」ことが必要としている。
政令指定都市等の大規模自治体は、業務ごとのシステム規模が大きいこ
となどから、全システムを一括してクラウド化することは困難である。この
ため、自治体の業務システムにおける多様なクラウド活用を可能とする情
報連携に係る技術方策確立のための取組みを、国が自治体・民間事業者
の協力を得て進めることが、世界最先端ＩＴ国家創造宣言工程表等におい
て謳われている大規模自治体も含めた自治体のクラウド化推進に奇与
し、自治体の情報システムの運用コストの削減や住民サービス向上に繋
がることから、ICT利活用による社会課題の解決に資するため、指標とし
て設定。

【参考】27年度・28年度の実績
｢多様なクラウド環境下における情報連携推進事業｣（2カ年事業）により、
自治体における業務システムのクラウド導入促進に向け、多様なクラウド
環境下において情報連携を行う場合における技術的課題等の抽出、課題
解決に資する技術仕様等の検討等を実施。

※昨年の目標策定時点においては30年度までの実施予定であったところ
であるが、29年度においてはクラウド事業としては予算要求しない（オープ
ンデータ事業のほうで要求）こととなったため、修正

｢多様なクラウド環
境下における情報
連携推進事業｣によ
り、自治体業務シス
テムとパブリッククラ
ウド間のシームレス
かつセキュアな情報
連携手法の検討、
技術仕様案等の調
査・検討に係る実証
システムを構築し、
技術検証を実施。

適時適切な情報通信政
策の立案・遂行のため
の調査分析
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我が国が直面する経済・社会
の様々な課題に対するICTの
果たすべき役割についての総
合的な観点からの調査分析の
実施
　＜アウトプット指標＞

情報通信政策の立
案・遂行のための調
査分析を実施・公表
（ICTの経済分析に
関する調査等）。

（参考）平成27年度
「ICTの経済分析に
関する調査※」「ICT
の進化が雇用と働
き方に及ぼす影響
に関する調査研究」

※ICTの経済分析に
関する調査：わが国
のICTの進展状況を
情報通信産業の発
展 、 す な わ ち 生 産
額、雇用の規模、生
産性の変化から把
握する一方、その原
動力となる情報化投
資や情報通信資本
ストックを推計した
調査。

27年度

適時適切な情報通
信政策の立案・遂行
のための調査分析
の継続的 実施 ・ 公
表。

30年度

適時適切な情報通
信政策の立案・遂行
のための調査分析
の継続的実施・公表
(ICTの経済分析に
関する調査等)。

適時適切な情報通
信政策の立案・遂行
のための調査分析
の継続的 実施 ・ 公
表。

適時適切な情報通
信政策の立案・遂行
のための調査分析
の継続的 実施 ・ 公
表。 市場実態の変化や国際競争力の動向を把握し、経済・社会の課題解決に

果たすICTの役割を総合的に分析することは、情報通信政策の立案・遂
行の基礎資料となる。また、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第
14条（統計等の作成及び公表）において、政府が高度情報通信ネットワー
ク社会の形成に資する資料を作成し、公表しなければならないとされてい
ることから、指標として設定。

【参考】調査分析の主な実績
・平成26年度 「ICTの経済分析に関する調査」「グローバルＩＣＴ産業の構
造変化及び将来展望等に関する調査研究」

平成27年度 「ICTの経済分析に関する調査」「ＩＣＴの進化が雇用と働き
方に及ぼす影響に関する調査研究」

平成28年度 「ICTの経済分析に関する調査」「ＩＣＴ利活用と社会的課題
解決に関する調査研究」

適時適切な情報通
信政策の立案・遂行
のための調査分析
の継続的実施・公表
(ICTの経済分析に
関する調査等)。

適時適切な情報通
信政策の立案・遂行
のための調査分析
の継続的実施・公表
（ICTの経済分析に
関する調査等）。

―



医療分野におけるICT利
活用を推進すること
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医療・介護・健康分野における
ICTを利活用したICTシステム
に関する技術仕様等の策定、
モデルの確立
　＜アウトプット指標＞

・医療・介護情報や
健康情報、生活情
報等を総合的に連
携 さ せ る プ ラ ッ ト
フォーム（デジタル
基盤）のモデルを５
件策定。
・高品質で低廉な医
療を実現するため、
在宅医療・介護分野
を含む医療機関等
のクラウド等を活用
した情報連携モデル
を２件策定。
・健康増進・予防に
対するインセンティ
ブの付与や効果的
な保健事業の実施
に向けた健診デー
タ、レセプトデータ等
の ビ ッ グ デ ー タ 解
析・連携モデルを２
件策定。

27年度

８Ｋ技術を活用した
遠隔医療のモデル
及びモバイル端末
等を活用した遠隔医
療や医療・介護連携
等のモデルを構築。
医療・介護連携に必
要なデータ標準化
及びオンライン診療
のモデルを構築。

30年度

８Ｋ技術を活用した
遠隔医療のモデル
を構築。

クラウド型EHR高度
化事業の推進により
医療・介護連携等の
モデルを構築。

医療・介護連携に必
要なデータ標準化
及びオンライン診療
のモデルを構築。

情報連携の迅速化・効率化や情報の蓄積・分析手法の高度化を通じて、
医療の質の向上、医療費の適正化及び健康寿命の延伸等、超高齢社会
における社会的課題の解決に資するものとして、ICT利活用が求められて
いる。健康・医療戦略（平成26年７月22日閣議決定）においては、「世界最
先端の医療の実現のための医療・介護・健康に関するデジタル化・ICT
化」が柱の一つに位置付けられており、社会保障費の増大や生産年齢人
口の減少等の社会的課題の解決に向けて新たに講ずべき具体的施策と
して、医療・介護・健康分野のデジタル基盤の構築・利活用の推進が掲げ
られていることを踏まえ、当該目標を指標として設定。
モバイル端末等を活用した遠隔医療のモデルについては、当初29年度に
行う予定であったところ、28年度に前倒しで行ったことから、29年度の目
標値を修正。併せて、医療介護連携等のモデル構築のため、クラウド技
術を活用したEHR（地域医療連携ネットワーク）によって、多職種かつ双方
向の情報連携を図ることとしており、表現を明確化。
また、平成30年度はICTを活用した医療・介護・健康分野のネットワーク化
を一層推進するため、医療・介護の連携に必要なデータ標準化、オンライ
ン診療におけるデータ流通のルール作りに資する技術課題の解決等に向
けた実証事業を行うこととしており、目標年度を平成30年度に修正。

８Ｋ技術を活用した
遠隔医療のモデル
を構築した。
モバイル端末等を活
用した遠隔医療モデ
ルを構築した。

クラウド型EHR高度
化事業の推進により
医療・介護連携等の
モデルを構築した。
医療等分野におけ
る相互接続基盤モ
デル実証事業によ
り、2020年度に本格
稼働予定の「全国保
健 医 療 情 報 ネ ッ ト
ワーク」の構築に向
けたモデルを策定し
た。

―

ICTを活用した街づくりの
推進
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ICTを活用した街づくりの普及
展開等を実施
　＜アウトプット指標＞

これまでのICT街づ
くり実証プロジェクト
において得られた成
果等の普及展開に
向けて、「ICTまち・
ひと・しごと創生推
進事業」を18地域で
実施し、平成27年度
の目標値としていた
ICT街づくりの普及
展開を実施。

27年度

これまでのICT街づ
くり実証プロジェクト
において得られた成
果の普及展開等を
実施。

32年度

これまでのICT街づ
くり実証プロジェクト
において得られた成
果等の普及展開に
向けて、「ICTまち・
ひと・しごと創生推
進事業」を少なくとも
５～10地域程度で
実施。

これまでのICT街づ
くり実証プロジェクト
において得られた成
果の普及展開等を
実施。

これまでのICT街づ
くり実証プロジェクト
において得られた成
果の普及展開等を
実施。

農業、医療、防災など各分野で地域が直面する課題の解決や地域活性
化が求められている。こうした現状の課題を解決するに当たって、ICTは
各分野で横断的に活用できる有効なツールであることから、これまでICT
街づくり実証プロジェクトを実施し、成功モデルを構築してきたところ。「ICT
街づくり推進会議」における検討や「経済財政運営と改革の基本方針」、
「日本再興戦略」、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」、「世界最先端IT国家
創造宣言」を踏まえ、これら成果等の普及展開により、各地域が直面する
課題解決等に貢献するため、「ICTを活用した街づくりの普及展開等を実
施」することを測定指標として設定。なお、普及展開に取り組む地方公共
団体や民間事業者等の初期投資・継続的な体制整備等にかかる経費を
補助する「ICTまち・ひと・しごと創生推進事業」（平成29年度以降は「ICTス
マートシティ整備推進事業」）の実施については、測定指標の達成手段で
あるため、年度ごとの目標値として設定している。

【参考】「ICTまち・ひと・しごと創生推進事業」を実施した地域の件数
平成27年度：18地域
平成28年度：23地域
「ICTスマートシティ整備推進事業」を実施した地域の件数
平成29年度：28地域

「ICTまち・ひと・しご
と創生推進事業」を
23地域で実施。

「ICTスマートシティ
整備推進事業」を28
地域で実施。

―

学校現場における教育
クラウド・プラットフォーム
の導入を促進するため、
必要な技術標準を確立
し普及
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いつでも、どこでも、端末やOS
を選ばす、多様なデジタル教
材を低コストで利用可能な「教
育クラウド・プラットフォーム」の
技術標準の確立及び普及活動
の実施
　＜アウトプット指標＞

実証実験を通じ、教
育クラウド・プラット
フォームの技術標準
の確立及びその普
及等に向けた検討
を実施。

27年度

平成29年３月末まで
に教育クラウド・プ
ラットフォームの技
術標準の確立及び
「クラウド導入ガイド
ブック」を策定し、平
成29年４月以降に
総務省ホームペー
ジ等で公表。

28年度

平成29年３月末まで
に教育クラウド・プ
ラットフォームの技
術標準の確立及び
「クラウド導入ガイド
ブック」を策定し、平
成29年４月以降に
総務省ホームペー
ジ等で公表。

いつでも、どこでも、端末やOSを選ばす、多様なデジタル教材を低コスト
で利用可能な「教育クラウド・プラットフォーム」は、少子化や地域格差な
ど、教育における課題解決に資するものである。一方、我が国においては
教育クラウド・プラットフォームの技術標準が存在しておらず、「世界最先
端IT国家創造宣言」も踏まえ、利用者の利便性向上等のために技術標準
の策定を、３年事業の最終年度である平成28年度に確実に達成するよう
目標設定した。あわせて、全国の学校において、当該標準に準拠したクラ
ウド・プラットフォームの導入が進むよう、ガイドブックを策定することも事
業最終年度の目標として設定した。

平成29年６月に総
務省ホームページ
で教育クラウド・プ
ラットフォームの参
考 仕 様及 び「 教育
ICT ガ イ ド ブ ッ ク
Ver.1」を公表。



若年層に対し、プログラ
ミング教育を普及するこ
と
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「プログラミング教育の効果的・
効率的実施モデル」の確立及
び普及に向けた取組状況
　＜アウトプット指標＞

プログラミング教育
の現状と課題等に
関し、プログラミング
教育を行う民間事業
者等に対する実施
状況等のヒアリング
等を実施。

27年度

地元の人材やクラウ
ド上の教材等を活用
した、「プログラミン
グ教育の効果的・効
率的な実施モデル」
を 実 証の うえ 確立
し、ガイドライン等に
整理するとともに、
文部科学省等と連
携の上、広く普及す
る。

29年度

プログラミング教育
の入門的・標準的実
施モデルについて
実証・検討を行い、
成果・課題等を整理
し、文部科学省等と
共有するとともに、
広く公開。

障害のある子供や
進度の速い子供に
対するプログラミン
グ教育の実施モデ
ルについて実証・検
討を行い、成果・課
題等を整理し、文部
科学省等と共有す
るとともに、前年度
の内容とあわせてガ
イドラインとして取り
まとめ、ポータルサ
イトや普及行事等で
広く普及。 プログラミング教育は、論理的思考力や課題解決能力を高めるものであ

るとともに、あらゆるものがインターネットにつながるIoT時代の社会にあっ
て、不可欠の知識・スキルとなっている。一方、指導者の不足や実施コス
ト等の問題から、我が国においてはいまだ十分に普及していない状況に
あることを踏まえ、クラウドや地域の民間人材を活用した効率的・効果的
な実施モデルを構築することを指標として設定するとともに、２年事業の最
終年度である平成29年度にガイドラインとして取りまとめ、公表すること等
を目標として設定した。

全国11ブロックで各
１件の実証プロジェ
クトを実施し、成果・
課題等を整理 。 東
京・広島での成果発
表会や、文部科学
省・総務省・経済産
業省と教育界・産業
界とで設立した「未
来の学びコンソーシ
アム」のサイトや教
育関係誌等で広く公
開。さらに、第２次補
正予算により、全国
で19件の実証プロ
ジ ェ ク ト を 追 加 選
定。

標準的な実施モデ
ル（19件）、障害の
ある子供に対する実
施モデル（10件）の
実証を全国33都道
府県（81校）で実施
した他、全国11箇所
で成果発表会を開
催。実証の成果・課
題をとりまとめ、「未
来の学びコンソーシ
アム」ポータルサイト
を 通 じ て 、 普 及 を
図った。

地域ICTクラブの普及促
進
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地域で子供・学生、社会人、高
齢者等がプログラミング等の
ICTを楽しく学び合い、新しい時
代の絆を創るための仕組み
（地域ICTクラブ）を構築
　＜アウトプット指標＞

課外のプログラミン
グ学習の実施モデ
ルを実証し、その成
果・課題をとりまと
め、HPで公表。

29年度

これまでの地域ICT
クラブ実証プロジェ
クトにおいて得られ
た成果を「未来の学
びコンソーシアム」と
連携して普及 を図
る。

31年度

全国で地域特性を
踏まえた地域ICTク
ラブの実証事業を実
施し、成果・課題等
を整理の上、HPで
公表。

情報通信審議会「IoT新時代の未来づくり検討委員会 人づくりWG」にお
いてIoT、AI等が日常生活、職場や公共空間に広く浸透する時代を見据
え、こうした時代に求められる人材を育成するための教育の在り方につい
て議論され、平成30年６月22日に最終とりまとめ（案）として地域で自立
的・継続的・発展的に児童生徒及び地域住民（社会人、障害児者、高齢
者を含む。）がプログラミング等のICT/IoTを楽しく学び合い、新しい時代
の絆を創るための仕組み（地域ICTクラブ）の構築が提言されたところ。こ
うした状況を踏まえ、地域ICTクラブの仕組みの構築を新たに指標として
設定するとともに、関係団体と連携した実証成果の普及を目標として設定
した。－

ICTによる地球温暖化対
策に関する標準化の促
進
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（1）ICTによる地球温暖化対策
に関するITU-T※（電気通信標
準化部門）の今期研究会期
（25年度～28年度）標準化活
動における勧告等
（2）ITU-Tの今期研究会期(25
年度～28年度)標準化活動に
おける我が国側からの寄書提
案数及び勧告又は勧告見込件
数 （ 平 成 28 年 ９ 月 30 日 追記
（注）)
　＜アウトプット指標＞

※基準(値)は25年度の件数、
目標(値)は25年度～28年度の
合計件数
※ITU（国際電気通信連合）の
部門の一つで、通信分野の標
準策定を担当

（1）ITU-Tに寄書提
案を行うとともに、会
合等において我が
国の考え方を主張
し、各国との調整等
を行うことで、我が
国の意見が勧告案
に反映。
（2）寄書累計７件
※「勧告又は勧告

見込件数」は、28年
度目標より目標を設
定。

25年度

（1）勧告化に向けた
標準化活動を実施。
（2）寄書累計25件以
上
　　勧告又は勧告見
込計２件以上

28年度

（1）勧告化に向けた
標準化活動を実施。
（2）寄書累計25件以
上

勧告又は勧告見
込計２件以上

地球的課題である地球温暖化問題への取組は我が国の喫緊の課題と
なっており、IT国家創造宣言工程表においても、IT利活用による諸課題の
解決に資する取組として、グリーンICTの推進が掲げられていることを踏ま
え、国内におけるICT利活用による環境負荷軽減に向けた先進的な取組
事例等の成果から得られたベストプラクティスやICT利活用による環境影
響評価手法等について国際標準化を図ることで、ICT利活用による環境
負荷軽減の取組を促進するとともに、本分野での国際競争力強化を図る
ため、ITU-Tの活動に積極的に関与・貢献する必要があることから、ITUに
おける勧告化に向けた標準化活動における我が国側からの寄書を入力。
平成28年度６件の勧告に結びついた。

（1）勧告化に向けた
標 準 化 活 動 と して
ITUにおいて我が国
の意見を勧告に反
映。
（2）寄書累計38件、

平成28年度勧告
数６件



障害や年齢によるデジタ
ル・ディバイドを解消する
ため、情報バリアフリー
環境を整備

(1) 公 的 機 関 向 け
ウェブアクセシビリ
テ ィ 講 習 会 を 開 催
し、公的機関のウェ
ブアクセシビリティの
取組を促進。
(2)高齢者・障害者
向 け の ICT 機 器 ・
サービスの開発・提
供を実施する民間
企業等に助成を実
施。
(3)情報アクセシビリ
ティに配慮した電子
書籍の規格標準化
の推進やガイドライ
ンに基づき作成した
読み上げ対応電子
書籍のコスト低減に
向けた検討等を実
施。

(1)公的機関のホー
ムページの実態調
査を行い、その結果
の公表等をすること
で、公的機関のウェ
ブアクセシビリティの
取組を更に促進。
(2)高齢者・障害者
向 け の ICT 機 器 ・
サービスの開発・提
供を行う民間企業等
に助成を実施（新規
案件も採択）。
(3)情報アクセシビリ
ティに配慮した電子
書籍の規格標準化
の推進や普及促進
のための仕組み作
り等の実施。

(1)公的機関のホー
ム ペ ージ にお ける
ウェブアクセシビリ
テ ィ の 状 況 を 踏 ま
え、ガイドライン等の
改定について検討。
(2)高齢者・障害者
向け通信・放送サー
ビスの一層の充実
を 図 る た め 、 高 齢
者 ・ 障 害 者向 けの
ICT機器・サービス
の開発・提供を行う
民間企業等に助成
を実施（新規案件も
採択）。
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視聴覚障害者等のための放送
視聴支援事業により実用化さ
れた技術を恒常的に活用する
放送事業者数
＜アウトカム指標＞

本事業により実用化
された技術を恒常的
に活用する放送事
業者数：０者

29年度

本事業により実用化
された技術を恒常的
に活用する放送事
業者数：13者

32年度

本事業により実用化
された技術を恒常的
に活用することを目
指し、当該技術を試
験的に利用する放
送事業者数：27者

視聴覚障害者、高齢者等を含む多くの視聴者がテレビジョン放送の内容
を理解し、情報アクセスの機会を確保できるようにすることは重要である
ため、平成30年２月に「放送分野における情報アクセシビリティに関する
指針」を策定し、大規模災害等が発生した場合は、できる限り速やかに対
応するよう、放送事業者の取組を促している。しかし、深夜の大規模災害
時等における緊急放送やローカル局が提供する地域の災害情報等に字
幕が付与できていない場合もある。そのため、字幕が付与されていない放
送番組について、放送番組と連動してスマートフォンやタブレット上で字幕
を表示させるための技術を実用化することを目指し、平成32年度に放送
事業者が当該技術を恒常的に活用できるようにするため、平成30年度は
当該技術を試験的に利用する放送事業者数を新たに目標として設定し
た。

―
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ICTの進展は、日常生活を始めとする多くの場面において様々な恩恵をも
たらしている一方、障害や年齢等により、その恩恵を十分に享受できてい
ない者も多く存在している。
このようなデジタル・ディバイドを解消し、誰もがICTの恩恵を享受できる社
会の実現が求められており、障害者基本計画（平成30年３月閣議決定）で
は、国が取り組むべき施策分野として情報アクセシビリティの向上が掲げ
られているところ。
具体的には、障害者に配慮した情報通信機器及びサービス等の企画、開
発及び提供の促進、アクセシビリティに配慮された電子出版の普及に向
けた取組の推進、地方公共団体等の公的機関におけるウェブアクセシビ
リティの向上への取組の促進等が明記され、高齢者や障害者に対するデ
ジタル・ディバイドの解消に取り組み、情報アクセシビリティの向上に資す
る必要があることから、指標として設定した。

【参考指標・参考データ】
＜(1)について、総務省「地方自治情報管理概要」による地方公共団体の
JISへの準拠数＞
平成25年度：846団体
平成26年度：948団体
平成27年度：1,055団体
平成28年度：978団体
平成29年度：1098団体
＜(2)について、各年度の助成件数＞
平成25年度：11件
平成26年度：11件
平成27年度： ９件
平成28年度： ９件
平成29年度： ８件

―

(1) 国 の 機 関 44 団
体、地方公共団体
1,788 団 体 の 公 式
ホームページの全
ページに対して、日
本工業規格である
JIS X 8341-3：2016
への準拠状況の、
評 価 ツ ー ル
（miChecker）による
調査を実施し、３月
に結果を公表。
(2)「身体障害者向
け通信・放送役務の
提供・ 開 発等 の推
進」のために５者、
「デジタル・ディバイ
ド解消に向けた技術
等研究開発」のため
に３者へそれぞれ助
成 し 、 障 害 者 向 け
ICTサービスに係る
民間における取組を
支援。
(3)昨年度と同様、情
報アクセシビリティ
に配慮した電子書
籍の規格について、
その成果の普及促
進を実施。

(1)全国11地域で公
的機関向けウェブア
クセシビリティ講習
会を開催し、548団
体の公的機関が参
加。
(2)「身体障害者向
け通信・放送役務の
提供・ 開 発等 の推
進」のために４者、
「デジタル・ディバイ
ド解消に向けた技術
等研究開発」のため
に５者へそれぞれ助
成 し 、 障 害 者 向 け
ICTサービスに係る
民間における取組を
支援。
(3)情報アクセシビリ
ティに配慮した電子
書籍の制作支援に
関する調査研究を
通じて、その成果の
普及を行うとともに、
国際規格への反映
に寄与。

30年度

(1)公的機関のホー
ムページ等に関し、
ウェブアクセシビリ
ティの規格（JIS）対
応促進を実施。
(2)高齢者・障害者
向け通信・放送サー
ビスの一層の充実
を 図 る た め 、 高 齢
者 ・ 障 害 者向 けの
ICT機器・サービス
の開発・提供を行う
民間企業等に助成
を実施。
(3)情報アクセシビリ
ティに配慮した電子
書籍の規格標準化
の推進や普及促進
のための仕組み作
り等の実施。

(1)障害者差別解消
法の施行、ウェブア
クセシビリティの規
格（JIS）の改正等を
踏まえて、公的機関
のウェブアクセシビ
リティ向上に向けた
取組の手順等を示
す「みんなの公共サ
イト運用ガイドライ
ン」及びウェブアクセ
シビリティのチェック
ツール「miChecker」
を改定。
(2)高齢者・障害者
向 け の ICT 機 器 ・
サービスの開発・提
供を実施する民間
企業等に助成を実
施。
(3)情報アクセシビリ
ティに配慮した電子
書籍の規格標準化
等の推進、ガイドラ
インの策定、当ガイ
ドラインに基づき作
成した読み上げ対
応電子書籍の検証・
評価等を実施。

障害者・高齢者向けのICTサー
ビスの充実を図るための取組
の実施
　＜アウトプット指標＞

27年度



対象の放送番組（※1）の放送
時間に占める
(1)字幕放送時間の割合
(2)解説放送（※2）時間の割合
　＜アウトカム指標＞

※1 ７時から24時までの間に
放送される番組のうち、
(1)字幕放送については、技術
的に字幕を付すことができない
放送番組等を除く全ての放送
番組
(2)解説放送については、権利
処理上の理由等により解説を
付すことができない放送番組を
除く全ての放送番組

※2 視覚障害者が番組を理解
できるように、画面の内容や場
面の状況を説明する解説音声
を追加するサービス

(1) 95.7％
(2)  7.3％

26年度
（1） 100％
（2）  10％

29年度

(1) 96.9％
(2)  8.3％

(1) 100％
(2)  10％

視聴覚障害者、高齢者等を含む多くの視聴者がテレビジョン放送の内容
を理解し、情報アクセスの機会を確保できるようにすることは重要であり、
放送事業者による視聴覚障害者、高齢者等に配慮した字幕放送及び解
説放送を普及するため、平成19年10月に「視聴覚障害者向け放送普及行
政の指針」として字幕放送及び解説放送の普及目標（目標期間：平成20
年度から平成29年度まで）を指標として設定（ただし、当該指針において
年度ごとの目標値は定めていないため、年度ごとの目標値欄には、NHK
（総合）及び在京キー５局が定めている計画の平均値を記載）。また平成
30年度以降の普及目標については、平成30年２月に「放送分野における
情報アクセシビリティに関する指針」を策定。

【参考】各年度の実績

(1)字幕放送
平成28年度：  99.0％
平成27年度：  97.8％
平成26年度：　95.7％
平成25年度：　93.0％
平成24年度：　91.0％
平成23年度：  86.0％

(2)解説放送
平成28年度：  12.0％
平成27年度：   9.4％
平成26年度：　 7.3％
平成25年度：　 6.6％
平成24年度：　 5.7％
平成23年度：   4.6％

※平成30年２月に策定した「放送分野における情報アクセシビリティに関
する指針」において、平成30年度以降の目標値を設定しており、本指針に
基づく新たな基準値や目標値は、来年度反映させることとする。

（1）99.0％
（2）12.0％

集計中
（秋頃公表予定）

字幕放送、解説放送、手
話番組等の普及促進

21ICT利活用によ
り社会課題の
解決を推進す
ること

利用者の利便性向上や
行政事務の効率化のた
め、これらの提供を行う
システムの稼働を実施
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全省庁統一参加資格審査のた
めのシステム及び、電気通信
行政情報システムの稼働率
　＜アウトプット指標＞

※稼働率＝（サービス提供時間-障
害停止時間）／サービス提供時間

・全省庁統一参加資
格審査のためのシ
ステム
　官側：100％
　民側：99.78％
・電気通信行政情報
システム
　99.99％

27年度
いずれも

99.5％以上
30年度

いずれも
99.5％以上

いずれも
99.5％以上

いずれも
99.5％以上 政府調達（公共事業を除く。）手続の電子化に係る取組みの一環として、

政府内における調達情報の一元提供や入札参加資格審査の統一を図
り、入札参加企業の利便性の向上及び負担軽減並びに行政事務の効率
化を達成するために、これらの提供を行うシステムを円滑かつ安定的に
稼働させる必要があることから指標として設定。
システムの運用上設定している目標稼働率99.5％を目標値として設定。

いずれも
100％

いずれも
100％

―

ICT／ＩｏＴの普及に資す
る実態把握と課題解決
に向けた調査研究

22

ICT利活用の新たなニーズや
その制度的・技術的課題等に
関する調査研究の実施
　＜アウトプット指標＞

利用者の多様性に
基づく新たなニーズ
への対応、制度的・
技術的課題の検証
を実施

29年度

利用者の多様性に
基づく新たなニーズ
や、制度的・技術的
課題の検証結果を
用いて、課題解決に
向けたルール整備
等を実施。

29年度

利用者の多様性に
基づく新たなニーズ
や、制度的・技術的
課題の検証結果を
用いて、課題解決に
向けたルール整備
等を実施。

急速に発展するIoT･ビッグデータ(BD)･人工知能(AI)の時代を迎え、サイ
バー空間と実空間が高度に融合することで、ドローン、シェアリングエコノ
ミー、拡調現実(AR)、クラウド等を活用した全く新しいサービスの創出やこ
れまでにない社会課題が想像以上のスピードで押し寄せている。これらの
動向を踏まえ、国や自治体等の行政が早期に対応すべきルールやマ
ナー等の重点的な調査検討を行う。

平成29年度におい
ては、VR・ARについ
て、サービス動向等
を 整 理 す る と と も
に、 地域課題の解
決等に向けた活用
方策の検討を実施。



競技会場における
ICTを利活用した避
難誘導の仕組みを
構築し、普及展開を
図る

30年度

地域IoT実装総合支援 25

地方公共団体において生活に
身近な分野でのIoTを活用した
取組を創出した数
　＜アウトプット指標＞

地方公共団体にお
いて生活に身近な
分野でのIoTを活用
した取組を創出した
数

30年度

平成32年度末まで
に800の地方公共団
体において、生活に
身近な分野でのIoT
を活用した取組を創
出

32年度

23

競技会場におけるICTを利活
用した避難誘導の仕組みを構
築し、普及展開を図る
　＜アウトプット指標＞

競技会場における
ICTを利活用した避
難誘導の仕組みを
構築し、普及展開を
図る

30年度

競技会場における
ICTを利活用した避
難誘導の仕組みを
構築し、普及展開を
図る

2019年のラグビーワールドカップ、2020年の東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会が開催される競技会場においては、多数の外国人来訪者
や障がい者が来場することが予想されるが、その誰もが安全・安心に観
戦を楽しむためには、緊急時の円滑な避難誘導が求められる。
このため、競技会場においてICTを利活用することにより、外国人来訪者
等や障がい者等にも配慮した災害情報の伝達や避難誘導を可能とする
仕組みを構築し、各競技会場へ普及展開を図るため、新たに指標として
設定した

―

学校現場におけるデータ
利活用等を促進するた
め、必要な標準仕様を
策定し普及

24

教職員が利用する「校務系シ
ステム」と、児童生徒も利用す
る「授業・学習系システム」間
の、安全かつ効果的・効率的
な情報連携等（スマートスクー
ル・プラットフォーム）に係る標
準仕様の策定及び普及活動の
実施
　＜アウトプット指標＞

実証実験を通じ、ス
マ ー ト ス ク ー ル プ
ラットフォームの標
準仕様の確立及び
その普及等に向け
た検討を実施。

29年度

平成31年度中にス
マートスクール・プ
ラットフォームの標
準仕様及びこれに
関するガイドブックを
策定し、平成32年４
月 以 降 に 総 務 省
ホームページ等で
公表及び教育委員
会への普及活動を
実施。

32年度

３月末までに平成29
年度における実証
実験及び標準仕様
の策定に係る進捗
状況についてとりま
とめ、総務省ホーム
ページ等において公
表

３月末までに平成30
年度における実証
実験及び標準仕様
の策定に係る進捗
状況についてとりま
とめ、総務省ホーム
ページ等において公
表

教員や児童生徒が授業や自己学習に利用する「授業・学習系システム」
については、「教育クラウド・プラットフォーム」として技術標準を確立した
が、教職員が職員室等で出欠管理や成績評価、健康管理等に利用する
「校務系システム」とは、 セキュリティ確保等の観点から分離運用されて
いるのが実状。「経済財政運営と改革の基本方針」、「日本再興戦略」等
を踏まえ、学校現場におけるデータ利活用や業務効率化を推進する観点
から、両システム間の安全かつ効果的・効率的な情報連携方法等に係る
標準仕様の策定を、３年事業の最終年度である平成31年度に確実に達
成するよう目標を設定した。あわせて、全国の学校において、当該標準に
準拠したシステムの導入が進むよう、ガイドブックを策定することも目標と
して設定した。

地域実証の成果を
踏まえ、スマートス
ク ー ル ・ プ ラ ッ ト
フォームの標準仕様
の骨子及び次世代
ICT環境の在り方に
関するガイドライン
の骨子を策定した。

―

３月末までに「地域
IoT計画策定・推進
体制構築支援事業」
により10程度の地方
公共団体の地域IoT
導入に向けた計画
策定を支援。また、
「地域IoT実装推進
事業」により25程度
の地域に地域IoTを
実装。

超少子高齢化等が進展する地域においては、生活や産業の基盤が従来
の形で維持できなくなりつつある。このため、IoT実装を通じた官民データ
利活用による課題解決が期待されるが、予算や人材の制約等により、地
域における取組は進んでいない。総務省「地域ＩｏＴ実装状況調査」（平成
29年３月実施。回答地方公共団体数773）によれば、７割超の地方公共団
体が「IoTの導入に関心はあるものの、未だ導入に至っていない」と回答し
ている。本施策は、このような地方公共団体のニーズを踏まえ、IoTの導
入に向けた支援を実施することを目的としていることから、地方公共団体
における、生活に身近な分野でのIoTを活用した取組の創出数を新たに指
標として設定。

―

高齢者世代のインター
ネットの利用を促進する
こと

26

高齢者世代のインターネット利
用率
(1) 60代のインターネット利用
率
(2) 70代のインターネット利用
率
　＜アウトカム指標＞

(1) 75.2％
(2) 50.2％
（平成26年通信利用
動向調査）

27年度

(1) 80％以上
(2) 55％以上
（※いずれも28年度
～30年度の３か年
平均）

30年度

(1) 80％以上
(2) 55％以上
（※いずれも28年度
～30年度の３ヶ年平
均）

インターネットの利活用は、全てのICT利活用の土台であり、我が国の世
代別インターネット利用率は13～59歳までの各階層で９割を超えている。
一方で、60代以上が他の世代より低い現状を踏まえ、高齢者世代のイン
ターネット利用率の向上は、ICT利活用のための環境整備の進展に寄与
することから、新たに指標として設定。

【参考】通信利用動向調査
　「年齢階層別インターネットの利用状況の推移（個人）」
　平成25年末：(1)73.1％ (2)48.9％
　平成26年末：(1)75.2％ (2)50.2％
　平成27年末：(1)76.6％ (2)53.5％

―



電子署名及び認証業務
に係る技術の評価に関
する調査・研究、普及・
啓発

27

（1）電子署名及び認証業務に
係る技術的課題の分析の実施
（2）電子署名に関する技術の
最新情報を周知するセミナー
の実施、及びその満足度
　＜アウトプット指標＞

（1）電子署名及び認
証業務に係る技術
調 査 の 適 切 な 実
施。
（2）電子署名の普及
啓発のために最新
情報を周知するセミ
ナーを実施。（１回）

27年度

（1）電子署名及び認
証業務に係る技術
調 査 の 適 切 な 実
施。
（2）電子署名の普及
啓発のために最新
情報を周知するセミ
ナーを実施。

30年度

（1）電子署名及び認
証業務に係る技術
調 査 の 適 切 な 実
施。
（2）電子署名の普及
啓発のために最新
情報を周知する100
～150人規模のセミ
ナーを実施（１回）及
び満足度の測定（５
段 階 中 平 均 ４ 以
上）。

（1）電子署名及び認
証業務に係る技術
調 査 の 適 切 な 実
施。
（2）電子署名の普及
啓発のために最新
情報を周知するセミ
ナーを実施。

（1）電子署名及び認
証業務に係る技術
調 査 の 適 切 な 実
施。
（2）電子署名の普及
啓発のために最新
情報を周知するセミ
ナーを実施。

電子署名については、ICTの高度化・進展に合わせて、新たな技術に基づ
く製品やサービスが登場するなど、年々、取り巻く市場・環境が変化してい
る状況にあり、それに合わせて、国内外の市場、国外の制度及びその運
用状況の調査や、新たな製品・サービスの企業における導入事例を紹介
することが、求められている。
電子署名及び認証業務に関する法律第33条及び第34条に基づき、特定
認証業務に関する認定の制度の円滑な実施を図るため、電子署名及び
認証業務に係る技術の評価に関する調査及び最新の技術動向を含めた
情報について普及啓発活動の適切な実施を指標として設定。（※認定制
度について：特定認証業務のうち、主務省令で定める基準に適合する方
法により行われているか、実地の調査を行い、認定するもの。）

（セミナー開催回数）
平成23年度：３回
平成24年度：３回
平成25年度：１回
平成26年度：１回
平成27年度：１回
平成28年度：１回
平成29年度：２回

（1）電子署名及び認
証業務に係る技術
調査を実施。
（2）電子署名の普及
啓発 のた めの セミ
ナーを1回実施し、
満足度を調査（５段
階 中 ４ 以 上 が ８ 割
超）。

（1）電子署名及び認
証業務に係る技術
調 査 の 適 切 な 実
施。
（2）トラストサービス
（※）の普及啓発の
ために最新情報を
周知するセミナーを
２回実施。

※電子署名やタイム
スタンプ等

―

スマートフォン上の個々
のアプリにおける利用者
情報の取扱いについて
アプリ開発者以外の第
三者が検証する仕組み
を確立するため技術面、
制度面及び運用面から
検討を実施

28

スマートフォン上の個々のアプ
リにおける利用者情報の取扱
いについてアプリ開発者以外
の第三者が検証する仕組みを
確立
　＜アウトプット指標＞

「申請型」に加え、ア
プリマーケットからア
プリを抽出して解析
を行う「非申請型」に
つ い て も 実証 を行
い 、 プ ラ ポ リ 解 析
（※）の自動化・効率
化や検証結果の表
示等について検討
を実施。

（※） 利用者情報
の外部への送信の
有無等を解析した
後、アプリケーション
提供者が公開して
いるプライバシーポ
リシーの記載内容と
の突合を行い整合
性を検証。

27年度

個々のアプリについ
て、 利用者情報の
適切な取扱いが行
われているかどうか
をアプリ開発者以外
の第三者が検証す
る仕組みについて、
その実施手法であ
る「申請型」と「非申
請型」に関し、技術
面、制度面及び運
用面から検討を行
い、 第三者検証の
仕組みを確立し、実
運用に向けた環境
を整備。

28年度

個々のアプリについ
て、 利用者情報の
適切な取扱いが行
われているかどうか
をアプリ開発者以外
の第三者が検証す
る仕組みについて、
その実施手法であ
る「申請型」と「非申
請型」に関し、技術
面、制度面及び運
用面から検討を行
い、 第三者検証の
仕組みを確立し、実
運用に向けた環境
を整備。

利用者情報を狙う不正アプリが増加しているとともに、利用者情報の取り
扱いが適正でないアプリ等も存在することが指摘されている状況を踏ま
え、利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会が
公表した「スマートフォン プライバシー イニシアティブII」において、「実際
に個々のアプリケーション等について、利用者情報の適切な取扱いが行
われているかどうか等を運用面・技術面から第三者が検証する仕組みが
民間主導により整えられることが望ましい」と提言された。また、スマート
フォンプライバシーの保護等に配慮したスマートフォンの安全・安心な利
用環境を実現のため、スマートフォン上の個々のアプリにおける利用者情
報の取扱いについてアプリ開発者以外の第三者が検証する仕組みの構
築が必要であるため指標として設定。

個々のアプリについ
て、 利用者情報の
適切な取扱いが行
われているかどうか
をアプリ開発者以外
の第三者が検証す
る仕組みについて、
その実施手法であ
る「申請型」と「非申
請型」に関し、技術
面、制度面及び運
用面から検討を行
い、 第三者検証の
仕組みを確立し、実
運用に向けた環境
を整備。



マイナンバーカード（公
的個人認証サービス）利
活用推進のための環境
整備

30

マイナンバーカード（公的個人
認証サービス）の官民における
利活用推進のための取組の実
施
　＜アウトプット指標＞

・ 実 証 事 業 を 通 じ
て 、 マ イ ナ ン バ ー
カード（公的個人認
証サービス）の先行
導入事例の検討を
行うとともに、当該
事例の実現に向け、
技術課題の検証及
びルール化すべき
項目等実現すべき
課題の整理を実施。
・「個人番号カード・
公的個人認証サー
ビス利活用推進の
在り方に関する懇談
会」において、実証
実験を通じて課題検
討を行い、先行導入
の実現に向けた目
標を設定。

27年度

「個人番号カード・公
的個人認証サービ
ス等利活用推進の
在り方に関する懇談
会」及びこれまでの
技術面等からの検
討結果を踏まえ、公
的個人認証サービ
スを利活用するにあ
たっての必要なルー
ル整備等の環境整
備及び公的個人認
証サービスの利活
用事例の普及促進
を実施.

30年度

「個人番号カード・公
的個人認証サービ
ス等利活用推進の
在り方に関する懇談
会」における検討を
踏まえ、公的個人認
証サービスの利活
用を促進するため、
先行導入事例の実
現に向けた技術面・
運用面からの課題
解決策の検討を実
施。

「個人番号カード・公
的個人認証サービ
ス等利活用推進の
在り方に関する懇談
会」及び技術面から
の検討結果を踏ま
え、 先行導入事例
の実現に向け、主と
して制度面からの課
題解決策の検討を
実施。

「個人番号カード・公
的個人認証サービ
ス等利活用推進の
在り方に関する懇談
会」及びこれまでの
技術面等からの検
討結果を踏まえ、公
的個人認証サービ
スを利活用するにあ
たっての必要なルー
ル整備等の環境整
備及び公的個人認
証サービスの利活
用事例の普及促進
を実施。

平成28年１月から民間事業者による活用が可能となった公的個人認証
サービスは、オンライン上で提供されるサービスを安全・安心に利用でき
る環境の実現に資するものである。当サービスを活用した多様なサービス
展開にあたっては、国民利用者に対して「使いやすさ、メリット」を示し、マ
イナンバーカードの普及促進を図っていくことが求められている。これは
「個人番号カード・公的個人認証サービス等利活用推進の在り方に関する
懇談会」でも指摘されているところ、国民のニーズに応えた活用事例を示
し、ルール等の基盤を整備することがマイナンバーカードの普及促進に貢
献し、ひいてはICT利活用のための環境を整備することに資するため、指
標として設定。

「個人番号カード・公
的個人認証サービ
ス等利活用推進の
在り方に関する懇談
会」における検討を
踏まえ、公的個人認
証サービスの利活
用を促進するため、
先行導入事例の実
現に向けた技術面・
運用面からの課題
解決策の検討を実
施するとともに、マイ
ナンバーカードの利
便性を高めるため
の取組について、平
成29年３月「マイナ
ンバーカード利活用
推進ロードマップ」を
策定・公表。

「個人番号カード・公
的個人認証サービ
ス等利活用推進の
在り方に関する懇談
会」及び技術面から
の検討結果を踏ま
え、 先行導入事例
の実現に向け、運用
面、制度面からの課
題解決策の検討を
実施するとともに、
「マイナンバーカード
利活用推進ロ ード
マップ」を踏まえ、マ
イナンバーカード等
の利用範囲を拡大
し 、 マ イ ナ ン バ ー
カードの利便性を高
めるための取組を
推進。

―

訪日外国人の方の快適
な滞在を実現するため、
交通系ICカード、スマー
トフォンやデジタルサイ
ネージ等を活用し、個人
の属性に応じたサービス
の提供を可能とする共
通クラウド基盤の構築、
多 様 な 地 域 に お け る
サービス実証を実施

29

交通系ICカード、スマートフォ
ン、デジタルサイネージ等と共
通クラウド基盤を連携・活用
し、個人の属性情報に応じた
情報提供や各種サービス連携
を実施
　<アウトプット指標>

・デジタルサイネー
ジ を 活 用 し た 効果
的・効率的な一斉情
報配信の実現に向
けた課題の整理及
び検証を行い、デジ
タルサイネージの相
互運用性確保に向
けた標準仕様の策
定、公表を実施。
・今後、デジタルサ
イネージにより想定
されるサービスとし
て 、 交 通 系 IC カ ー
ド、スマートフォン等
と共通クラウド基盤
を活用した個人の属
性に応じた情報提
供等の実現に向け
た検討を実施。

27年度

複数の地域におい
て、平成30年度まで
に構築した共通クラ
ウド基盤と連携・活
用し、各種サービス
連携を実施。

30年度

平成28年夏以降、
共 通 ク ラ ウ ド の 構
築、少なくとも３箇所
以上の地域での実
証実験を実施。

平成28年度の成果
を踏まえ、共通クラ
ウ ド 基 盤 を 活 用 し
た 、 ホ テ ル と タ ク
シーの連携による行
き先案内など、複合
的サービス提供等
のサービス提供分
野の拡大。

複数の地域におい
て、平成30年度まで
に構築した共通クラ
ウド基盤と連携・活
用し、各種サービス
連携を実施。

観光産業がGDP600兆円達成への成長戦略の柱と位置付けられる中、
2020年の訪日外国人観光客数の目標を4000万人、訪日外国人旅行消費
額の目標を８兆円とされたことも踏まえて、日本の優れたおもてなしを維
持・向上させるためには、IoT等の技術を活用したサービス連携が不可欠
である。また、「明日の日本を支える観光ビジョン -世界が訪れたくなる日
本へ-」（平成28年３月30日明日の日本を支える観光ビジョン構想会議）に
おいて、だれもが一人歩きできる観光の実現等に向け、「2020年までに
「IoTおもてなしクラウド事業」において、交通系ICカードやスマートフォン等
を活用し、外国人旅行者への言語等の個人の属性に応じた観光・交通情
報、災害情報等の選択的配信について実証実験を経て、社会実装化し、
利便性のあるICT環境を構築する」としているため、2020年までに各地で
の各種サービス連携によるおもてなしの実現するため指標として設定。

【参考】
訪日外国人旅行消費額（訪日外国人消費動向（観光庁））
平成29年度　44,162億円
平成28年度　37,476億円
平成27年度　34,771億円
平成26年度　20,278億円
平成25年度　14,167億円

平成28年冬以降、
共 通 ク ラ ウ ド の 構
築、５地域での実証
実験を実施。

平成28年度の成果
を踏まえ、共通クラ
ウ ド 基 盤 を 活 用 し
た、ホテルとリムジ
ンバスの連携による
手ぶら観光や事業
者間の連携等の複
合的サービス提供
等の実証を行った。

―



地域防災等のためのＧ
空間情報の利活用推進

31

地理空間情報や衛星測位を活
用した防災システム等の普及
啓発及び普及展開の実施
　＜アウトプット指標＞

地理空間情報や衛
星測位を活用した防
災システム等の構
築に関する10の事
業を採択し、全国10
地域で実証を実施。
・位置情報等の入力
支援実証（５事業）
・メディアによる災害
情報の視覚化等の
実証（４事業）
・標準仕様策定に向
けた実証（１事業）
実証し開発したシス
テム等は、自治体等
で実用可能であるこ
とを確認。

27年度

Ｇ空間情報センター
を介した防災システ
ム （ 津 波 、 土 砂 災
害、地下街防災）等
の紹介映像（ショー
ケース）の作成によ
る普及啓発の実施
及び地理空間情報
を活用した防災シス
テムの地方公共団
体への普及展開の
実施。

32年度

Ｇ空間情報センター
に接続するシステム
の検証を実施。

Ｇ空間情報センター
を介した防災システ
ム ( 津 波 、 土 砂 災
害、地下街防災）等
の紹介映像（ショー
ケース）の作成によ
る普及啓発の実施。

地理空間情報を活
用した防災システム
の普及展開（導入支
援、人材育成等）の
実施。

東日本大震災の発生（平成23年３月11日）は、被害が甚大かつ被災地域
が広範囲にわたるなど未曾有のものであったが、その被害からの復旧・
復興において、地理空間情報及び衛星測位技術を活用した被災状況の
確認や被災者への支援情報の提供などの取組が大きく貢献したことを踏
まえ、今後想定される南海トラフの巨大地震等の自然災害に備えるため、
「地理空間情報活用推進基本計画（平成24年３月27日閣議決定）」におい
て、地理空間情報を整備し、GISや衛星測位によってその活用を促進、高
度化することにより、現在及び将来の国民が安全・安心で豊かな生活を営
むことができる経済社会を実現することが重要」とされ、地理空間情報を
活用した防災システム「Ｇ空間防災システム」について、防災訓練を通じ
て普及啓発等に取り組み、地方公共団体等への導入を促進し広域連携を
強化することにより、地理空間情報を活用した正確なシミュレーション、適
切な避難勧告等の判断に寄与することとしている。
当該取組により、多くの地方公共団体がG空間防災システムを導入すれ
ば、災害により被災地となった地方公共団体をはじめ、当該システムで連
携の図られた近隣の地方公共団体が、被害からの復旧・復興に向け、連
携した活動に資することができるため、G空間防災システムの普及展開状
況、地理空間情報を活用できる人材育成の実施、及び、G空間防災シス
テムに関する紹介映像（ショーケース）の作成を指標として設定し、目標年
度を平成32年度に修正。

【参考】
G空間情報センター：官民等が保有する地理空間情報をワンストップで自
由に組み合わせて入手可能なデータ連係基盤。

Ｇ空間情報センター
に接続するシステム
の検証を実施し、接
続するために必要
な規約案等の作成
等を行った。

・平成28年度にＧ空
間情報センターとの
接続検証を実施した
防災システムについ
て 、 紹 介 映 像
（ショーケース）を作
成し、普及啓発を実
施。
・地理空間情報を活
用した防災システム
について、５地域に
導入。
・地理空間情報等を
活用したシステムに
ついて、人材の裾野
を広げるため、全国
３箇所で人材育成セ
ミナー・コンテストを
実施。

―

74％
（35都道府県）

27年度
100％

（47都道府県）
30年度

87％
（41都道府県）

96％
（45都道府県）

100％
（47都道府県）

災害発生時に住民等が適切な避難行動等を取るためには、避難勧告・指
示等の防災関連情報が、迅速かつ確実に住民等に伝達されることが必
要。そのため、総務省は、地方公共団体・ライフライン事業者等が放送
局・アプリ事業者等の多様なメディアを通じて住民等に対して必要な情報
を迅速かつ確実に伝達するための共通基盤である、「Ｌアラート（防災情
報共有システム）」の普及及び利活用を推進している。
避難勧告・指示等の防災関連情報を発信する主体は市町村であり、各市
町村は都道府県単位で構成されている防災システムを通じてそれぞれの
都道府県に避難勧告・指示等を報告しているところ、当該防災システムを
Ｌアラートに接続しておくことで、各市町村がそれぞれの都道府県に報告
する避難勧告・指示等がＬアラートへ自動的に発信される。そのため、都
道府県単位で構成されている防災システムがＬアラートに接続されること
で、都道府県がＬアラートを運用している割合を普及及び利活用の程度を
示す指標として設定。
なお、都道府県単位で構成されている防災システムのＬアラートへの接続
は、費用最小化等の観点から当該防災システムの更新の際に機能追加
という形式で行っているため、当該防災システムのＬアラートへの接続ス
ケジュールは当該防災システムの更新のスケジュールと同一となることか
ら、年度ごとの目標値は当該防災システムの更新のスケジュールを踏ま
えて設定している。

【参考】
「Ｌアラートを運用している都道府県の割合」
・平成25年度：28％（13府県）
・平成26年度：66％（31都道府県）

87％
（41都道府県）

96％
（45都道府県）

―

IoT時代のネットワークを
支える人材の育成

33

IoT時代のネットワークを運用・
管理する人材の育成を実施
し、そのスキルの認定を実施
　＜アウトカム目標＞

IoT時代のネットワー
クを運用・管理する
スキルを認定された
技術者等の人数：０
人

29年度

IoT時代のネットワー
クを運用・管理する
スキルを認定された
技術者等 の人 数：
120人

31年度

IoT時代のネットワー
クを運用・管理する
スキルを認定された
技術者等の人数：60
人

IoT/ビッグデータ時代には、膨大な数の機器がネットワークに接続され、
データに関する通信量の変動が短時間に急激に発生するため、ソフトウェ
ア・仮想化技術を活用した最適制御技術によるネットワーク基盤の管理・
運用が求められる。これを行う人材の育成を行うために人材育成環境を
整備し、ネットワークの管理・運用に必要なスキルの明確化及びその認定
の在り方を検討する。育成された技術者はIoT時代のネットワークを支え、
ICT利活用のための環境を整備に貢献する。以上より、IoT時代のネット
ワークを支える人材の育成の指標としては、本施策にて育成されスキル
を認定された技術者等の人数を新たに設定した。

―

Ｌアラートにより、災害時
に必要となる情報が住
民に迅速かつ確実に届
く環境を整備

32
Ｌアラートを運用している都道
府県の割合
　＜アウトカム指標＞



情報信託機能等を用い
たデータ利活用の促進

34

情報信託機能等を用いてデー
タ利活用を行うに当たり必要な
ルールの整備
　＜アウトプット指標＞

情報信託機能等の
認定基準を策定、当
該基準の妥当性検
証及び詳細化のた
めの実証事業を実
施。

30年度

情報信託機能等を
活用した認定基準
の妥当性検証及び
詳細化を実施。情報
信託機能等を活用
したデータ利活用モ
デルケースを創出

31年度

― ―

情報信託機能等を
活用したデータ利活
用モデルケースを４
件創出

IT総合戦略本部の下で開催された「データ流通環境整備検討会」におい
て、個人の関与の下でデータの流通・活用を進める仕組みであるPDSや
情報銀行等について議論が行われ、官民連携した社会実装に向けた積
極的な取組の推進及び制度整備の必要性が議論されてきた。（平成29年
２月中間取りまとめ）
また、「未来投資戦略2017」（平成29年６月９日 閣議決定）においては、
「PDSや情報銀行、データ取引市場等について、その具体的なメリットの
「見える化」に配慮しつつ、観光や医療・介護・ヘルスケア等の分野におけ
る官民連携実証事業の推進等を通じて先駆的な取組を後押しするととも
に、具体的プロジェクトの創出に取り組む。」とされている。
これらのことから、情報信託機能等に係る制度整備及びモデルケースの
創出を指標として新たに設定。

― ― ―



0064

21(3)
300百万円

(274百万円)
300百万円

(255百万円)

平成30年度行政事業
レビュー事業番号

(1) 地域情報化の推進（本省）(平成20年度)
118百万円

(118百万円)
97百万円

(87百万円)

(2)
通信・放送分野における情報バリアフリー促進支援事業(平成13年
度)

88百万円
(81百万円)

81百万円
(71百万円)

（１）身体障害者向け通信・放送役務の提供・開発を行う者に対し、国立研究開発法人情報通信研究
機構（以下、「NICT」という。）が、必要な経費の２分の１を上限として助成。
（２）高齢者・障害者の利便の増進に資する通信・放送サービスの充実に向けて、新たな技術等の研
究開発を行う者に対し、必要な経費の2分の１を上限として助成。

【成果指標（アウトカム）】
・「身体障害者向け通信・放送役務の提供・開発等の推進」助成終了後２年経過時の事業継続率
：70%(平成31年度)
「デジタル・ディバイド解消に向けた技術等研究開発支援」事業終了後３年以上経過した案件の事業
化率：25%(平成31年度)
【活動指標（アウトプット）】
・「身体障害者向け通信・放送役務の提供・開発等の推進」助成事業者数：６件(平成31年度)
・「デジタル・ディバイド解消に向けた技術等研究開発支援」の助成事業者数：４件(平成31年度)

【施策目標等の達成又は測定指標の推移に対する寄与の内容】
障害者・高齢者を対象とする情報通信機器・役務の開発・提供を助成することにより、障害者・高齢
者のICT利活用が促進され、デジタル・ディバイド（情報格差）という社会課題の解決に寄与する。

達成手段
（開始年度）

予算額（執行額）（※３）

30年度29年度28年度

字幕番組、解説番組、手話番組等の制作促進(平成９年度) 400百万円

「身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律」
に基づき、国立研究開発法人情報通信研究機構（以下「NICT」という。）が、字幕番組、解説番組、手
話番組を制作する者等に対して、その制作費等の２分の１（在京キー５局の字幕番組は生放送番組
に限る。在阪準キー４局の字幕番組（生放送番組を除く）については６分の１を上限とする。）を上限
として助成を行う。

【成果指標（アウトカム）】
・在京キー５局における対象の放送番組に占める字幕放送時間の割合：100%(平成34年度)
・在京キー５局における対象の放送番組に占める解説放送時間の割合：13.5%(平成34年度)
※平成30年２月に策定した「放送分野における情報アクセシビリティに関する指針」において、平成
30年度以降の目標値を設定しており、本指針に基づく新たな基準値や目標値は、来年度反映させる
こととする。なお、平成34年度については本指針で定めている普及目標を記載している。
【活動指標（アウトプット）】
・助成事業者数：127者（平成30年度）

【施策目標等の達成又は測定指標の推移に対する寄与の内容】
字幕番組、解説番組、手話番組を制作する者等に対する制作費等の助成により、字幕放送等の普
及を促進することで、視聴覚障害者や高齢者を含む多くの視聴者がテレビジョン放送による情報へ
のアクセス機会を確保できるようになり、ICT利活用により社会課題の解決の推進に寄与する。

関連する
指標(※４)

達成手段の概要等

0065

95百万円 1

地域が抱える様々な課題をICTを利活用して解決を図ろうとする地方公共団体等に対して、ICTの知
見、ノウハウを有する専門家を派遣するとともに、ICT基盤の環境整備方策やICT利活用の推進方策
等に関する調査研究・普及啓発等を実施すること等により、地域情報化を推進するための取組を総
合的かつ一体的に実施する。

【成果指標（アウトカム）】
・本施策を契機として地域IoTを導入した地方公共団体数800（平成32年度）
・総合通信局等におけるセミナー開催数（平成32年度）
【活動指標（アウトプット）】
・地域情報アドバイザーの派遣団体数：200件(平成31年度)

【施策目標等の達成又は測定指標の推移に対する寄与の内容】
ICTの専門人材の派遣と優良事例の発掘・紹介、横展開方策の検討を一体的に実施することによ
り、地方自治体等のICTを利活用した地域課題解決の取組を効果的、効率的に推進することとなるた
め、社会課題の解決に寄与する。

0063

100百万円 1,18



267百万円
(263百万円)

350百万円
245百万円

(239百万円)

(4) 全省庁的統一資格審査実施経費(平成13年度)
167百万円

(128百万円)
378百万円

(125百万円)
642百万円

(5) 電気通信行政情報システムの維持運用(昭和49年度) 1,20

本システムは、電波法、電気通信事業法、放送法等に基づく無線従事者、電気通信資格者、高周波
利用設備、電気通信番号、端末機器の技術基準適合、届出電気通信事業者、一般放送等に関する
申請・届出受付、審査、決裁、原簿登録・変更及び許可状等発給の許認可業務等を支援するための
情報システムであり、国民等への便利で安心な行政サービスの提供並びに本省及び総合通信局
（11か所）における円滑かつ効率的な業務遂行を支えている。

本事業では、本システムの安定的な維持・運用を図るため、必要な電子計算機を借用し、システム
の運用・保守を行っている。

なお、本事業については、平成18年度から平成20年度の３か年をかけて必要な見直しを行い、平
成26年度においては、システム基盤を政府共通プラットフォームへ移行し、その最適化を実施するな
ど、安定的かつ効率的な観点でシステムの改善及び運用経費削減に取り組んでいる。

【成果指標（アウトカム）】
・システムの安定稼働：99.5%(平成30年度)
・電子計算機等借料（コスト）の削減(H18年度の執行額を100とした場合、執行額の指数)：20.2(平成
30年度)
【活動指標（アウトプット）】
・システムの維持のための点検等の回数：12回(平成30年度)

【施策目標等の達成又は測定指標の推移に対する寄与の内容】
電気通信行政に関わる法令等に基づく許認可等の業務処理を行うための情報システムを安定運用
することにより、総合通信局等における許認可事務等の円滑かつ効率的な業務遂行に資するととも
に、国民等への便利で安心な行政サービスの提供が実現することとなるため、ＩＣＴ利活用により社会
課題の解決を推進することに寄与する。

0067

1,20

本事業は、全省庁統一資格（物品・役務等）に係る（ア）競争契約参加者の資格に関する官報公示事
務、（イ）資格審査システムによる審査等事務、（ウ）申請書写の受領、申請書データ変換・入力、資
格決定通知出力・発送等に係る事務、（エ）申請者及び事務担当者からの問合せ対応業務等全省庁
統一参加資格審査の実施に必要な業務を実施しているほか、調達情報の一元的提供、システムの
運用監視業務等を実施している。

【成果指標（アウトカム）】
・システム稼働率：99.5%(平成29年度)
【活動指標（アウトプット）】
・競争参加統一資格の登録数：6.5万件(平成31年度)

【施策目標等の達成又は測定指標の推移に対する寄与の内容】
システムの運用監視を適切に実施することにより、全省庁に対し安定的な統一参加資格審査を可能
とすることで、統一参加資格申請者の調達窓口への移動・郵送コスト削減や行政事務を効率化する
こととなるため、ICT利活用により社会課題の解決を推進することに寄与する。

0066

(6) 情報通信政策のための総合的な調査研究(昭和60年度)
96百万円

(87百万円)
99百万円

(82百万円)
97百万円 1,11

（１）我が国の情報通信産業における財・サービスの市場実態の変化を把握するとともに、経済社会
の様々な課題に対するICTの果たすべき役割等総合的な観点からの調査分析を実施することによ
り、適時適切な情報通信政策の立案・遂行に資する。
（２）情報通信ネットワークの進展による我が国経済の変化を、国民経済の枠組の中で相対的、構造
的に捉え、雇用の創出等に及ぼすインパクトを計量的に分析することとして、情報通信産業連関表を
作成する。
（３）我が国の国際競争力の強化を図り、企業等の国際重視の志向の浸透を図ることを目的として、Ｉ
oＴ国際競争力指標を策定する。
（４）我が国の国際競争力強化を図ること等を目的に、諸外国の情報通信政策担当者や企業トップ等
が会する国際会議（世界デジタルサミット）を実施する。

【成果指標（アウトカム）】
・審議会・研究会等における調査研究の成果物の活用事例数：30件(平成30年度)
【活動指標（アウトプット）】
・情報通信政策のための総合的な調査研究の実施、情報通信産業連関表の作成・公表、ＩoT国際競
争力指標の策定・公表及び国際会議の開催：計４件（平成31年度）

【施策目標等の達成又は測定指標の推移に対する寄与の内容】
市場実態の変化や国際競争力の動向を把握し、経済・社会の課題解決に果たすICTの役割を総合
的に分析することにより得られる成果は、情報通信政策（ICT利活用の推進策等）の立案・遂行の基
礎資料となるため、ICT利活用による社会課題の解決の推進に寄与する。

0068



- - 14

(8) 地域情報化の推進（地方）(平成18年度)
42百万円

(34百万円)
42百万円

(31百万円)
37百万円

33百万円

(9)

(7) 情報通信技術の利活用に関する調査研究(平成16年度)
31百万円

(28百万円)
31百万円

(24百万円)
1,18,22,27

①ICT利活用のための情報セキュリティや新たなニーズその制度的・技術的課題に関する調査研究
②利活用のための基盤に関する調査研究

【成果指標（アウトカム）】
・調査研究の成果物の活用事例数：５件(平成30年度)
【活動指標（アウトプット）】
・調査件数：５件(平成30年度)

【施策目標等の達成又は測定指標の推移に対する寄与の内容】
情報アクセシビリティに配慮した電子書籍のガイドラインの策定・拡充や規格標準化等の推進を行う
ことにより、情報アクセシビリティに配慮された電子書籍の流通環境が改善され、高齢者や障害者に
対するデジタル・ディバイドの解消につながるため、ICT利活用による社会課題の解決に寄与する。

0069

1

地域が抱える様々な課題をICTを利活用して解決を図ろうとする地方公共団体等に対して、ICTの知
見、ノウハウを有する専門家を派遣するとともに、ICT基盤の環境整備方策やICT利活用の推進方策
等に関する調査研究・普及啓発等を実施すること等により、地域情報化を推進するための取組を総
合的かつ一体的に実施する。

【成果指標（アウトカム）】
・本施策を契機として地域IoTを導入した地方公共団体数800（平成32年度）
【活動指標（アウトプット）】
・地域情報アドバイザーの派遣団体数：200件(平成31年度)

【施策目標等の達成又は測定指標の推移に対する寄与の内容】
ICTの専門人材の派遣と優良事例の発掘・紹介、横展開方策の検討を一体的に実施することによ
り、地方自治体等のICTを利活用した地域課題解決の取組を効果的、効率的に推進することとなるた
め、社会課題の解決に寄与する。

0070

クラウドやHTML５等の最先端の情報通信技術を活用し、学校・家庭等をシームレスにつなぐととも
に、いつでも、どこでも、端末やOSを選ばず多様なデジタル教材等を利用でき、かつ低コストで導入・
運用可能な教育ICTシステム（教育クラウド・プラットフォーム）の実証を行い、その成果を踏まえ、教
育クラウド・プラットフォームの技術仕様の標準化、オープンソース化及び教育委員会等に向けたクラ
ウド導入ガイドブックの作成・公表等を行う。

【成果指標（アウトカム）】
・事業成果である技術仕様に準拠したクラウド・プラットフォームの利用学校数：100校(平成29年度)
【活動指標（アウトプット）】
・教育クラウドプラットフォームの技術仕様作成数：１件(平成28年度)
・クラウド導入ガイドブックの作成数：１件(平成28年度)

【施策目標等の達成又は測定指標の推移に対する寄与の内容】
いつでも、どこでも、端末やOSを選ばず、多様なデジタル教材を低コストで利用可能な「教育クラウ
ド・プラットフォーム」の技術標準の確立及びガイドブック等による普及を図ることにより、地域による
教育格差等の社会的課題の解決や情報通信技術高度利活用の推進に寄与する。

－先導的教育システム実証事業(平成26年度)
299百万円

(294百万円)



- 1,29

事業者において個人情報や利用者情報をはじめとする各種情報の取得・共有・連携が適切に行わ
れるための枠組み等の構築に向け、平成26年度及び平成27年度に実施したプロトタイプシステムに
よるフィールド実証の結果を踏まえ、スマートフォン上の個々のアプリケーションについて、利用者情
報の適切な取扱いが行われているかどうかをアプリ開発者以外の第三者が検証する仕組みを確立
し、実運用に向けた環境を整備するための実証を実施

【成果指標（アウトカム）】
・実証を踏まえて民間において実施されるアプリの第三者検証において、検証が実施されたアプリ
ケーション数：1,000件(平成29年度)
【活動指標（アウトプット）】
・調査等件数：２件(平成28年度)

【施策目標等の達成又は測定指標の推移に対する寄与の内容】
スマートフォン上の個々のアプリケーションについて、利用者情報の適切な取扱いが行われているか
どうかをアプリ開発者以外の第三者が検証する仕組みを確立し、実運用に向けた環境を整備するこ
とにより、スマートフォン等の利用者に係る情報について、プライバシー等を適切に保護しつつ、適正
に利活用される環境の実現に資することとなるため、ICT利活用のための環境を整備することに寄与
する。

－

1,9

-
717百万円

(689百万円)

(11)
スマートフォン上のアプリケーションにおける利用者情報の取扱い
に係る技術的検証等に係る実証実験(平成26年度)

45百万円
(42百万円)

-

721百万円
(532百万円)

416百万円

1,28

標的型攻撃等の巧妙化・複合化するサイバー攻撃に対する防御モデルの確立に向けた以下の実証
を実施。
①標的型攻撃の解析：組織のLAN環境を模擬した大規模実証環境を用いて標的型攻撃の解析を行
うことで標的型攻撃の解析手法の確立を図る。
②標的型攻撃の防御モデルの検討：標的型攻撃を検知し、対処するためのインシデントレスポンスに
ついて検討し、攻撃による被害を防止する防御モデルの確立を図る。
③実践的防御演習の実施：組織のLAN環境を模擬した大規模実証環境を用いて、官公庁・大企業等
のLAN管理者の参加による実践的なサイバー防御演習を実施し、標的型攻撃への対応能力の向上
を図るとともに、必要なスキル項目の確立を図る。

【成果指標（アウトカム）】
・演習により標的型攻撃への対処能力の向上が図られた組織数（累計）：200組織(平成28年度)
【活動指標（アウトプット）】
・サイバー防御演習の開催回数：40回(平成28年度)

【施策目標等の達成又は測定指標の推移に対する寄与の内容】
標的型攻撃の解析、防御モデルの確立をするとともに、国の行政機関や重要インフラ事業者、自治
体等に実践的なサイバー防御演習を実施することで、安全・安心にICTを利活用する上で必須である
組織のサイバーセキュリティが向上することから、ICT利活用のための環境を整備することに寄与す
る。

地方でも都市部と同じように働ける環境を実現し、人や仕事の地方への流れを促進するふるさとテレ
ワークを推進するため、ふるさとテレワークを導入する地方自治体等に対する補助事業等を実施す
る。また、一億総活躍社会の実現に向けて、ICTを活用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働
き方であるテレワークの普及を推進するため、セミナー開催やイベントへの出展、先進事例の収集・
広報の実施など、企業等におけるテレワークの導入支援を行う。

【成果指標（アウトカム）】
・テレワーク制度等に基づく雇用型テレワーカーの割合：15.4%(平成32年度)
【活動指標（アウトプット）】
・実施するプロジェクト数：23件(平成30年度)

【施策目標等の達成又は測定指標の推移に対する寄与の内容】
本事業では、「ふるさとテレワーク」の全国展開を実施することにより、人や仕事の地方への流れを促
進するとともに、国内企業等におけるテレワーク全般の普及啓発を図り、地方創生や一億総活躍社
会の実現に資することとしているため、テレワークの普及状況に係る測定指標を設定しているもので
ある。

0071

－

630百万円
(342百万円)

(10) サイバー攻撃複合防御モデル・実践演習(平成26年度)

(12) ふるさとテレワーク推進事業(平成26年度)

-



14百万円
(６百万円)

25百万円 1,18

ウェブアクセシビリティに関する国内規格（JIS X 8341-3）が求める要件を満たすために実施すべき
取組項目とその手順を示す「みんなの公共サイト運用ガイドライン」及びアクセシビリティチェックツー
ル「みんなのアクセシビリティ評価ツール:miChecker」を策定するとともに、公的機関向け講習会の開
催、公的機関ホームページのバリアフリー化状況の調査等を行う。

【成果指標（アウトカム）】
・JIS X 8341-3の適合レベルAAに準拠しているページの割合：100%(平成29年度)
【活動指標（アウトプット）】
・みんなの公共サイト運用ガイドライン一式及びアクセシビリティチェックツール一式：２式(平成28年
度)
・公的機関向けウェブアクセシビリティ講習会の開催数：８回(平成30年度)
・公的機関のJIS規格対応状況調査対象団体数：87団体（平成30年度）

【施策目標等の達成又は測定指標の推移に対する寄与の内容】
本事業により、公的機関のウェブアクセシビリティ確保の取組を促進することで、誰もが公的機関の
情報をホームページから支障なく利用可能となり、デジタル・ディバイド（情報格差）という社会課題の
解決に寄与する。

0073(15) ウェブアクセシビリティに関する調査研究(平成27年度)
16百万円

(15百万円)

(13) ICTスマートシティ整備推進事業(平成26年度)
258百万円

(223百万円)
797百万円

(713百万円)
246百万円 1,13

地域が抱える様々な課題解決や地域活性化・地方創生を目的として、ICTを活用した分野横断的な
スマートシティ型の街づくりを推進する。
【成果指標（アウトカム）】
・成功モデルの普及展開数：100件(平成32年度)
・分野横断的なデータ利活用によるスマートシティの実装数：20件（平成32年度）
【活動指標（アウトプット）】
・補助事業の交付決定数：22件(平成29年度)

【施策目標等の達成又は測定指標の推移に対する寄与の内容】
地域が抱える様々な課題解決や地域活性化・地方創生を目的として、防災、医療・健康、観光、教育
等各分野における成功モデルの普及展開を推進することに加え、分野横断的なスマートシティ型の
街づくりを推進することによって、ICT利活用により社会課題の解決を推進することに寄与する。

0072

(14) 観光・防災Wi-Fiステーション整備事業(平成26年度)
420百万円

（342百万円）
- - -

民間による整備が見込まれない公共的な観光・防災拠点（※）において、地方公共団体・第三セク
ターがWi-Fi環境を整備する場合に、その事業費の一部（補助率：地方公共団体1/2、第三セクター
1/3）を補助する。※観光拠点：観光案内所、文化財、自然公園・都市公園、博物館等
　 防災拠点：避難場所、避難所、官公署

【成果指標（アウトカム）】
・整備済箇所数：３万箇所(平成31年度)
【活動指標（アウトプット）】
・補助事業の完了件数：46団体(平成28年度)

【施策目標等の達成又は測定指標の推移に対する寄与の内容】
Wi-Fiの整備を行う地方公共団体等に対して補助を実施し、主要な観光・防災拠点においてWi-Fiの
利用を可能とするとともに、このような先進的な事例が周辺の地方公共団体等に共有されること等に
より自主的なWi-Fi環境の整備が進むことにより、通信環境をもっていない訪日外国人や災害時にお
ける通信環境が確保されることとなるため、ICT利活用のための基盤を整備することに寄与する。

－



(16)
多様なクラウド環境下における情報連携基盤構築事業(平成27年
度)

101百万円
(84百万円)

- - 10

「電子自治体の取組みを加速するための10の指針」の指針６において、「自治体は、自治体クラウド
等新規システムを調達する際、地域情報プラットフォームに準拠したシステムを導入することで、将来
にわたる競争性を確保すること」とされているが、自治体の業務システムのクラウド化に伴い、特定
のベンダーのシステム以外との情報連携が困難となる「クラウドロック」現象の発生が指摘されてい
る。本事業では、多様なクラウド環境下で情報連携に必要な連携方式の技術的検証等を行い、自治
体が競争性を確保しつつ、多様なクラウド環境下においてもシームレスな情報連携を実現できるよう
なインターフェース仕様を確立することで、大規模自治体を含む自治体のクラウド化を加速化させ、よ
り高付加価値な住民サービスの実現を目指すものである。また、当事業については、APPLICに推進
体制をつくり、自治体、ベンダーと連携し推進していく。

【成果指標（アウトカム）】
・自治体における地域情報プラットフォーム標準仕様に準拠したクラウドシステムの導入数：300件(平
成29年度)
【活動指標（アウトプット）】
・ガイドの作成３件(平成28年度)

【施策目標等の達成又は測定指標の推移に対する寄与の内容】
多様なクラウド環境下で情報連携に必要な連携方式の技術的検証等を実施することにより、自治体
が多様なクラウド環境下においてもシームレスな情報連携を実現できるようなインターフェース仕様を
確立し、世界最先端ＩＴ国家創造宣言工程表等において謳われている大規模自治体も含めた自治体
のクラウド化の取組を加速化させ、より高付加価値な住民サービスの実現に貢献することから、ICT
利活用による社会課題の解決に奇与する。

－

(17) 次世代医療・介護・健康ＩＣＴ基盤高度化事業(平成27年度)
50百万円

(38百万円)
- - 12

モバイル端末やクラウド技術を活用することで、医療分野におけるセキュアな情報連携モデルの実
現に向けた実証や生活者視点によるパーソナル・ヘルス・レコード活用のあり方に関する調査等を実
施する。

【成果指標（アウトカム）】
・策定されたモデルの件数（累計）：５件(平成29年度)
【活動指標（アウトプット）】
・実施したプロジェクトの件数：３件(平成28年度)

【施策目標等の達成又は測定指標の推移に対する寄与の内容】
低廉かつセキュアな医療・介護情報連携ネットワークの実証を実施することにより、モバイル端末等
を活用した遠隔医療等のICT利活用モデルの普及展開につながり、医療の質や効率の向上が図ら
れることとなるため、ICT利活用により社会課題の解決を推進することに寄与する。

－

(18) オープンデータ等利活用推進事業(平成27年度)
187百万円

(171百万円)
298百万円

(270百万円)
- 1,6

国、地方自治体、公益事業者等が保有する公共データを公開（オープンデータ）し、民間のビッグ
データを含む地域における多種多様なデータと連携を図ることにより、新事業・新サービスの創出、
地域産業の活性化・生産性向上、住民サービスの向上等につなげることが可能であることを踏まえ、
官民双方にメリットのある具体的なユースケースの発掘・展開、地方自治体におけるデータ利活用の
先進的モデルの構築等を支援するための実証事業等を行う。

【成果指標（アウトカム）】
・経済波及効果／予算執行額：５倍(平成30年度)
【活動指標（アウトプット）】
・システム実装詳細仕様書、運用ガイドラインの作成数：１件(平成29年度)
・国・地方公共団体・公益事業者等が保有するデータの利活用モデルの策定数：２件(平成29年度)

【施策目標等の達成又は測定指標の推移に対する寄与の内容】
国・地方公共団体・公益事業者等によるオープンデータと社会に存在する多種多量な情報であるビッ
グデータを組み合わせるデータ利活用を促進することにより、国民、産業界にとって有益な情報の入
手が容易になることで、ICTによる新たな産業・市場を創出することに寄与する。

0074



(19) 公的個人認証サービス利活用推進事業(平成27年度)
358百万円

(350百万円)
991百万円

(989百万円)
610百万円 31

①スマートフォンへの公的個人認証サービスの利用者証明機能格納に向けた検討
②スマートフォンの利活用ユースケースの実現に向けた検討
③電子私書箱ワンストップサービスの実現に向けた検証
④テレビを活用した公的個人認証サービスの利活用の実現に向けた検証
⑤市区町村の窓口での印鑑登録証明書等の各種証明書交付に係る検証

【成果指標（アウトカム）】
・公的個人認証サービスの民間の署名検証者の認定件数：14者(平成31年度)
・サービス数あるいは提供場所数：15件（平成31年度）
・マイナンバーカード読み取り対応スマートフォンの機種数：50件(平成31年度)
【活動指標（アウトプット）】
・実証したユースケースの件数：５件(平成30年度)

【施策目標等の達成又は測定指標の推移に対する寄与の内容】
公的個人認証サービスの利活用事例の具体化や公的個人認証サービスを活用する際の技術面、制
度面等の課題の検証、必要なルール整備等を行うことで、民間における利活用に向けた取組が促進
され、結果として幅広い分野でのマイナンバーカード（公的個人認証サービス）の利活用場面が拡大
することになるため、ＩＣＴ利活用のための環境を整備することに寄与する。

0075

(20) ＩoＴおもてなしクラウド事業(平成27年度)
646百万円

(639百万円)
248百万円

(244百万円)
- 1,30

IoT時代の技術進歩の成果を踏まえ、訪日外国人等のスムーズな移動、観光、買い物等の実現に向
け、スマートフォン、交通系ＩＣカードやデジタルサイネージ等と、共通クラウド基盤を活用した多様な
サービス連携(個人の属性・言語等に応じた情報提供や支払手続の簡略化等)を可能とするため、複
数地域で実証を実施。

【成果指標（アウトカム）】
・標準仕様を採用したデジタルサイネージ設置者数：５者(平成29年度)
・共通クラウド基盤でのサービス連携事業者数：20者(平成29年度)
【活動指標（アウトプット）】
・システム実装詳細仕様書を含む報告書作成：１件(平成28年度)
・共通クラウド基盤の構築、機能検証を行うとともに、複数地域で各種サービス連携の地域実証事業
を行う。：３件(平成29年度)

【施策目標等の達成又は測定指標の推移に対する寄与の内容】
スマートフォン、交通系ICカードやデジタルサイネージ等と、共通クラウド基盤を活用した多様なサー
ビス連携を実現することにより、個人の属性に応じた情報提供等、誰もが最適な情報の享受や一人
歩きをできる快適な環境を構築することができるため、ICT利活用のための環境を整備することに寄
与する。

0076

(21)
４Ｋ・８Ｋ等最先端技術を活用した放送・通信分野の事業支援(平成
27年度)

393百万円
(382百万円)

- - 1,4

４Ｋ・８Ｋの着実な推進のため、国、放送事業者、受信機メーカー、通信事業者等の関係者が連携し
て、放送と通信の複数の伝送路で伝送した放送コンテンツの同期・合成技術など、４Ｋ・８Ｋサービス
の実現に必要な技術の実証を行う。

【成果指標（アウトカム）】
・衛星放送による４Ｋ・８Ｋ実用放送を行っている事業者の数：１者(平成29年度)
・４Ｋ・８Ｋを視聴する世帯数の割合：50%(平成32年度)
【活動指標（アウトプット）】
・本実証事業によって検証で確認された技術の件数：５件(平成28年度)

【施策目標等の達成又は測定指標の推移に対する寄与の内容】
関係者と連携して４Ｋ・８Ｋサービスの実現に必要な技術の実証を実施することにより、各メディアで４
Ｋ・８Ｋサービス実施を技術的に可能とし、各年度における目標（４Ｋ・８Ｋ放送の実現メディア数）の達
成に寄与する。

－



(22) 若年層に対するプログラミング教育の普及推進(平成28年度)
2百万円

(2百万円)
425百万円

(381百万円)
- 15

全国どこでも持続的に実施可能な「プログラミング教育の効果的・効率的実施モデル」を開発し、放
課後・休業日の学校等で実証の上、広く普及する。
具体的には、①地元の人材をプログラミング教育の指導者（メンター）として育成、②障害のある児童
生徒向けのものを含む多様な教材・カリキュラム等を開発、③これらの人材・教材により児童生徒向
けプログラミング講座を実施、④ポータルサイトを開設し、教材・カリキュラム、指導ノウハウ、指導者
等の情報を集約・公開、⑤実証により確立したモデルの普及行事を全国で開催する。
上記取組は、文部科学省、経済産業省及び３省と教育界・産業界とで平成29年３月に設立した「未来
の学びコンソーシアム」と連携しつつ進めるとともに、成果はすべて共有・公開する。

【成果指標（アウトカム）】
・児童生徒に対するプログラミング教育の指導者（メンター）の育成数：1,000人(平成29年度)
・実証を経て確立したプログラミング教育の実施モデル（指導者育成モデルを含む。以下同じ）の参
照件数（ポータルサイト上の紹介頁へのアクセス件数）：37,000件（平成29年度）
【活動指標（アウトプット）】
・実証を経て確立したプログラミング教育の実施モデルの数：29件(平成29年度)

【施策目標等の達成又は測定指標の推移に対する寄与の内容】
プログラミング教育は、自分の意図した処理をコンピュータに指示・命令して実現する体験を通じ、

論理的思考力や課題解決力、創造力を育むとともに、情報通信技術に関する理解を深める機会とも
なるものである。

このような意義を持つプログラミング教育について、その効果的・効率的実施モデルを本事業の成
果として確立し、広く全国に普及していくことは、上位施策である「情報通信高度利活用の推進」に寄
与する。（本事業により育成した人材、開発した教材は、学校教育のみならず、地域情報化等にも資
することが期待。）

0077

(23) 映像等近未来技術活用促進事業(平成28年度)
99百万円

(97百万円)
- - 1,12

８Ｋ技術を活用した遠隔医療に必要な技術検証
衛星通信によるリアルタイム性（伝送遅延の有無等）の検証や遠隔医療（病理診断等）に必要な水準
の映像再現性の検証等を通じた８Ｋ遠隔医療モデルの確立

【成果指標（アウトカム）】
・４Ｋ・８Ｋ技術等を活用したICTシステムのモデルの件数：１件(平成28年度)
【活動指標（アウトプット）】
・４Ｋ・８Ｋ技術等を活用したICTシステムの実施プロジェクトの件数(平成28年度１件)

【施策目標等の達成又は測定指標の推移に対する寄与の内容】
８Ｋ技術を活用した遠隔医療に必要な技術検証等を実施することにより、その成果を踏まえた８Ｋ技
術を活用した遠隔医療等モデルの普及展開につながり、医療・教育資源の不足・偏在などが解消さ
れることとなるため、ICT利活用により社会課題の解決を推進することに寄与する。

－

(24) 地域防災等のためのＧ空間情報の利活用推進(平成28年度)
148百万円

(142百万円)
306百万円

(293百万円)
200百万円 1,31,32

Ｇ空間×ICTプロジェクトで実証したＧ空間防災システムと、Ｇ空間情報を集約・提供するＧ空間情報セン
ター（2016年度より運用開始）の接続検証及び接続の実施や、人的支援・普及啓発等を行うとともに、Ｌ
アラートを介して情報伝達者に提供される情報への地理空間情報の付与に向けた実証及び標準仕様を
策定することで、Ｇ空間防災システムやＧ空間情報を活用したＬアラートの迅速かつ円滑な利用環境の
整備促進を行う。

【成果指標（アウトカム）】
・Ｇ空間防災システム実装自治体数：40件(平成30年度)
・Ｌアラート運用開始都道府県数：47都道府県(平成30年度)
【活動指標（アウトプット）】
・Ｇ空間×ICTプロジェクトで実証したＧ空間防災システムとG空間情報センターの接続可能性等の検証
数：９件(平成28年度)
・Ｇ空間×ICTプロジェクトで実証したＧ空間防災システムとＧ空間情報センターの接続数：５件(平成29年
度)
・災害情報の視覚的な情報伝達を実現するためのモデル・ガイドライン数：２件(平成30年度)

【施策目標等の達成又は測定指標の推移に対する寄与の内容】
Ｇ空間情報(地理空間情報)を活用した防災システムは、被災状況の把握や住民への災害情報の迅速な
伝達等を可能とするものであることから、地方公共団体等へのＧ空間防災システムの普及促進を行う。
また、Ｌアラートを介して情報伝達者に提供される情報にＧ空間情報を付与し、視覚的な情報伝達を可能
とすることで、地域住民、帰宅困難者、情報弱者（高齢者・障害者）及び訪日外国人等の円滑な避難行
動に寄与する。
具体的には、地方公共団体に設置される災害対策本部において、災害直後に予想される被害や対応の
全体像を可視化できていなかったものがＧ空間防災システムの導入によりそれが可能となることで、災
害対応時、地方公共団体で定めた防災計画の45種の災害対応業務の進捗管理が容易になるため、より
迅速な被災状況の把握が可能となり、ひいては、住民への災害情報の迅速な伝達等が可能となる。ま
た、現在、Ｌアラートを介した情報伝達手段は文字情報に限られているところ、地図・ピクトグラム等によ
る視覚的な情報伝達により、地域住民はもとより、帰宅困難者や訪日外国人等の土地勘のない人であっ
ても、円滑な避難行動に必要な情報の迅速な理解が可能となる。

0078



0080(28)

放送コンテンツ海外展開助成事業(平成28年度)
225百万円

(208百万円)
242百万円

(238百万円)
- 1,5

放送コンテンツを制作する民間事業者等と、他分野・他産業（観光業、地場産業、他のコンテンツ
等）、地方公共団体等の関係者が幅広く協力し、「クールジャパン戦略」、「ビジットジャパン戦略」、
「地方の創生」、「TPP協定の活用促進による新たな市場の開拓」等に資する放送コンテンツを制作、
発信するとともに、様々な連動プロジェクトを一体的に展開する取組を支援する。

【成果指標（アウトカム）】
・放送コンテンツ関連海外売上高：500億円(平成32年度)
【活動指標（アウトプット）】
・発信された放送コンテンツの量（時間数）：52時間(平成29年度)

【施策目標等の達成又は測定指標の推移に対する寄与の内容】
放送コンテンツを制作する民間事業者等と、他分野・他産業（観光業、地場産業、他のコンテンツ
等）、地方公共団体等の関係者が幅広く協力し、海外に日本の魅力を紹介する放送コンテンツを継
続的に制作・発信することにより、日本ファンが増大し、「地域の活性化」や、日本の放送コンテンツ
や日本産品等の海外展開を通じた国際競争力の強化等を促進するとともに、日本コンテンツへの
ニーズが高まり、放送コンテンツ関連海外市場売上高の増加に寄与する。

0079

60百万円 13

①託児施設に併設したコワーキングスペース（企業がサテライトオフィスとして活用）の設置による育
休中の女性が柔軟にテレワークを行え、育休からの復帰を促せる環境を整備するとともに、②自治
体の子育て支援施設、病院、介護施設等の拠点にコワーキングスペースを設置することで、これらの
施設の利用頻度の高い育児中の親や要介護の親族を抱える者が、育児・介護を行いながら仕事を
続けられる環境を整備することとし、これらの施設を整備するために必要な費用を補助する。

【成果指標（アウトカム）】
・テレワーク制度等に基づく雇用型テレワーカーの割合：15.4%(平成32年度)
【活動指標（アウトプット）】
・実施するプロジェクト数：５件(平成30年度)

【施策目標等の達成又は測定指標の推移に対する寄与の内容】
テレワークの活用により、育児中の女性や高齢者、障害者などが柔軟な働き方を選択できるようにす
ることで、一億総活躍社会の実現に寄与する。

(27)
地域コンテンツの流通促進のためのポータルサイトに関する調査研
究(平成28年度)

30百万円
(29百万円)

- - 1,5

魅力ある地域コンテンツの流通活性化による全国各地域の経済活性化に寄与すべく、地域の魅力を
全国各地に発信・展開するためのポータルサイトについて、当該配信基盤の活用による、事業者間
での円滑かつ効率的な地域コンテンツの流通の在り方、及び連携方策について調査研究を行う。

【成果指標（アウトカム）】
・技術的課題や運用上の課題の解決方策の数：８個(平成28年度)
【活動指標（アウトプット）】
・調査研究数：４項目(平成28年度)

【施策目標等の達成又は測定指標の推移に対する寄与の内容】
地域の魅力を全国各地に発信・展開するためのポータルサイトについて、事業者間での円滑かつ効
率的な地域コンテンツの流通の在り方、及び連携方策に関する課題抽出とその解決方策の検討を
行うことにより、魅力ある地域コンテンツの流通活性化による全国各地域の経済活性化が促進される
ことから、ICTによる新たな産業・市場の創出に寄与する。

－

(25)

ICT技術を活用した子育て・高齢者支援街づくり事業(平成28年度)
0百万円

(0百万円)
0百万円

(0百万円)

(26) 放送コンテンツの海外展開総合支援事業(平成27年度)
1,200百万円

(1,198百万円)
- - 1,5

放送コンテンツを制作する民間事業者等と、他分野・他産業（観光業、地場産業、他のコンテンツ
等）、地方公共団体等の関係者が幅広く協力し、「クールジャパン戦略」、「ビジットジャパン戦略」、
「地方の創生」、「TPP協定の活用促進による新たな市場の開拓」等に資する放送コンテンツを制作、
発信するとともに、様々な連動プロジェクトを一体的に展開する取組を支援する。

【成果指標（アウトカム）】
・放送コンテンツ関連海外売上高：500億円(平成32年度)
【活動指標（アウトプット）】
発信された放送コンテンツの量（時間数）：216時間(平成28年度)

【施策目標等の達成又は測定指標の推移に対する寄与の内容】
放送コンテンツを制作する民間事業者等と、他分野・他産業（観光業、地場産業、他のコンテンツ
等）、地方公共団体等の関係者が幅広く協力し、海外に日本の魅力を紹介する放送コンテンツを継
続的に制作・発信することにより、日本ファンが増大し、「地域の活性化」や、日本の放送コンテンツ
や日本産品等の海外展開を通じた国際競争力の強化等を促進するとともに、日本コンテンツへの
ニーズが高まり、放送コンテンツ関連海外市場売上高の増加に寄与する。

－



放送コンテンツ海外展開基盤総合整備事業(平成28年度)

(31) 地上４Ｋ放送等放送サービスの高度化推進事業(平成28年度) 1,4

1百万円
(0百万円)

1,339百万円
(1,339百万円)

- 1,5

放送コンテンツを制作する民間事業者等と、他分野・他産業（観光業、地場産業、他のコンテンツ
等）、地方公共団体等の関係者が幅広く協力し、「クールジャパン戦略」、「ビジットジャパン戦略」及
び「地方の創生」等に資する放送コンテンツを制作、発信するとともに、様々な連動プロジェクトを一
体的に展開する取組を支援する。
【成果指標（アウトカム）】
・放送コンテンツ関連海外売上高：500億円(平成32年度)
【活動指標（アウトプット）】
・発信された放送コンテンツの量：140時間(平成29年度)

【施策目標等の達成又は測定指標の推移に対する寄与の内容】
放送コンテンツの海外展開を通じて、観光地や地域産品といった日本の魅力の海外発信を強化し、
訪日誘客の促進や地域産品の販路開拓等を後押しすることにより、観光先進国の実現、地方の創
生、クールジャパン、ビジットジャパンの推進を図り、日本経済の活性化に貢献する。

地上４Ｋ化のための要素技術（映像圧縮技術、誤り訂正技術等）及びBS等４Ｋ化のための要素技術
（耐災害性向上技術等）の明確化、また当該技術の利用にあたっての課題抽出及び方策等の検討
を行う。
ブロードバンドを活用した４Ｋ放送コンテンツ等の配信を実現するための効率的な配信方式や災害時
における情報提供の方式等の検討を行う。
４Ｋ放送等をはじめとした視聴環境の変化に対応した諸問題に関する検討のため、委員会の運営等
を行う。

【成果指標（アウトカム）】
・４Ｋ・８Ｋの視聴世帯数の割合(%)：50%(平成32年度)
【活動指標（アウトプット）】
・本件で実施された基盤技術の件数：７件(平成29年度)

【施策目標等の達成又は測定指標の推移に対する寄与の内容】
地上４Ｋ放送等の実現に向けた研究開発等事業及びブロードバンドを活用した放送コンテンツの配
信実証実験を通じて、地上４Ｋ放送等放送サービスの高度化を推進し、我が国の経済活性化を図
る。

0083
897百万円

(876百万円)

0081(29)

-
3百万円

(3百万円)

(30) IoTサービス創出支援事業(平成27年度)
321百万円

(307百万円)
1,174百万円

(1,047百万円)
502百万円 1,2,3

地方公共団体、民間企業、大学、NPO法人等から成る地域の主体が、生活に身近な分野において、
地域の課題解決に資するIoTサービスの実証を通じて、そのリファレンス（参照）モデルを創出・展開
するとともに、必要なルールの明確化を行う。

【成果指標（アウトカム）】
・IoTサービスの創出・展開に当たって克服すべき課題の解決に資する参照モデルの実装数：50件
（平成32年度）
・IoTサービスの創出・展開に当たって克服すべき課題の解決に資するデータ利活用の促進等に必
要なルール（法律、条例、ガイドライン、規格等）の明確化の件数：20件(平成30年度)
【活動指標（アウトプット）】
・異業種連携を行う実証事業への参加事業者数：70件(平成30年度)
・IoTサービスの創出・展開に当たって克服すべき課題の解決に資する参照モデルの構築数：10件
(平成30年度)

【施策目標等の達成又は測定指標の推移に対する寄与の内容】
家庭、食など生活に身近な分野におけるIoTサービスの実証事業に取り組み、克服すべき課題を特
定し、その課題の解決に資する参照モデルを構築するとともに、必要なルール整備等につなげること
により、全国各地域におけるIoTサービスの創出・展開が進み、第４次産業革命の実現に寄与する。

0082



0084

全国各地で整備されている医療機関等の情報をつなぐ医療情報連携基盤（EHR）について、クラウド
技術を活用し、介護事業者等も含めた双方向の情報連携の実現や医療圏を越えた連携を実現する
EHRの整備を行う団体等に対して、その事業費への補助を行う。
８Ｋ等の高精細医療データの医療分野での収集・分析・活用に向け、高精細医療データを活用した
遠隔診断や病理診断の実証事業等を実施する。
医療機関と介護施設の連携、医療機関と個人の連携（オンライン診療等）におけるデータ流通のルー
ル作りに資する技術課題の解決等に向けた実証等を行う。

【成果指標（アウトカム）】
・人口カバー率５%（３次医療圏については2.5％）を達成する基盤の数：15件(平成30年度)
・クラウドを活用し双方向かつ標準的なデータ形式での情報連携が可能な医療情報連携基盤の数：
15件(平成29年度)
・医療情報連携基盤（EHR）、オンライン診療等の医療・介護・健康分野のネットワーク化を推進する
ためのモデル数：９件（平成30年度）
【活動指標（アウトプット）】
・実施したプロジェクトの件数：６件(平成30年度)

【施策目標等の達成又は測定指標の推移に対する寄与の内容】
医療機関と介護事業者間や広域の地域医療圏における情報連携等を新たに実現し、医療・介護・健
康データを利活用するための情報連携基盤や８K等の高精細医療映像データ利活用のための基盤
を構築・高度化することで、効果的な医療と国民の健康寿命の延伸、GDP600兆円の実現に貢献す
る。

0085

(32) ICT人材育成(平成28年度)
0百万円

(0百万円)
27百万円

(27百万円)
- 15

平成25年度までに開発した「高度ICT利活用人材育成プログラム」について、IoTの進展等を踏まえて
内容を改訂・拡充し、「ICTスキル総合習得プログラム」として開発し、広く公開する。同プログラムの
開発にあたっては、有識者会議において検討を行うとともに、集合研修及びeラーニングを用いて効
果の評価・検証等を行う。

【成果指標（アウトカム）】
・受講者アンケートにおいて、データ利活用等のICTスキルを理解したという回答の割合：90%(平成29
年度)
【活動指標（アウトプット）】
・集合研修の実施回数：３回(平成29年度)
・研修教材のコース数：４セット(平成29年度)

【施策目標等の達成又は測定指標の推移に対する寄与の内容】
IoTの進展等に対応し、データの収集・蓄積・分析・利活用を進める上で必要となる基本的スキルを習
得するためのプログラムを開発し、その普及を図ることにより、民間企業等においてICT利活用を牽
引する人材の育成に資する。

(33) 医療・介護・健康データ利活用基盤高度化事業(平成28年度)
29百万円

(25百万円)
2,968百万円

(2,878百万円)
200百万円 12

(34) IoTネットワーク運用人材育成事業(平成29年度) -
209百万円

(204百万円)
215百万円 33

IoT/ビッグデータ時代には、膨大な数の機器がネットワークに接続され、データに関する通信量の変
動が短時間に急激に発生するため、ソフトウェア・仮想化技術を活用した最適制御技術によるネット
ワーク基盤の管理・運用が求められる。これを行う人材の育成を行うために人材育成環境を整備し、
ネットワークの管理・運用に必要なスキルの明確化を行う。

①最適制御技術を開発・実装した人材育成環境を、インターネットの結節点であって、様々な事業者
が多様な機器で相互接続するIX（インターネットエクスチェンジ）に整備する。
②通信事業者、ユーザー企業や研究機関等が同環境において、多種多様な接続機器用いた相互接
続性の検証等を行うことにより、技術者の人材育成を図る。
③IoT/ビッグデータ時代のネットワーク管理・運用に必要なスキル明確化やその認定の在り方の検
討を行う。

【成果指標（アウトカム）】
・スキルの認定を受けた技術者等の人数： 120人(平成31年度)
【成果指標（アウトプット）】
・研修の実施回数：６回(平成30年度)

【施策目標等の達成又は測定指標の推移に対する寄与の内容】
最適制御技術を開発・実装した人材育成環境を整備し、それを用いてネットワーク技術者の人材育
成を実施する。必要となるスキルを明確化し、スキルの認定制度の在り方の検討結果を踏まえ、育
成した人材へ認定を付与し、IoT/ビッグデータ時代のネットワークを支える人材の育成を推進する。

0086



「地域ICTクラブ」の全国展開に向けて、次の項目の調査・実証等を行うことにより、地域の特性や実
施主体の属性別に全国展開のモデルとなるクラブを試行し、設置・運営に関するガイドラインの策定・
普及等を行う。
①モデルクラブを設立し、地域ICTクラブを持続的に運営していくためのガイドラインを策定するため
の地域実証
②ガイドライン等策定のための研究会の設置
③ガイドラインを普及させ、またモデル実証の成果を普及するための成果発表会の開催等の施策を
実施する。
なお、本事業で策定した地域ICTクラブの設置・運用に係るガイドラインは、企業、地域人材、学校に
おいて活用できるように、「未来の学びコンソーシアム」を通じて普及展開を図る。

【成果指標（アウトカム）】
・地域ICTクラブの組織数：9,479件(平成35年度)
【活動指標（アウトプット）】
・実証を経て確立した地域IoTクラブのモデル数：10件（平成30年度）

【施策目標等の達成又は測定指標の推移に対する寄与の内容】
本格的なIoT、AI時代の到来に備え、21世紀型スキルを習得し、単純・定型化された業務等のAI、ロ
ボットによる代替による就業構造の転換に対応する観点から、未就学児や小中学生等が幼少期から
プログラミング等の技能を習得するための地域ICTクラブを整備することは、若年層の成功体験・ビジ
ネス体験の機会を確保し、起業家の育成や高度ネットワーク・セキュリティ人材、IoT・AIユーザー企
業等の人材の育成に資する。

新30‐0011

(35) スマートスクール・プラットフォーム実証事業(平成29年度) -
224百万円

(210百万円)
265百万円 24

専ら教職員が利用する「校務系システム」と、児童生徒等も利用する「授業・学習系システム」間の安
全かつ効果的・効率的な情報連携方法について、文部科学省と連携して実証し、標準化のうえ広く
普及する。
具体的には、データ利活用の促進、セキュリティの確保、コストの削減、運用の円滑化、クラウド環境
への移行促進等の観点から、学校内外において情報通信技術面での実証を行い、安全かつ効果
的・効率的な情報連携方法を標準化する。併せて、標準化されたシステム（スマートスクール・プラッ
トフォーム）の運用基盤となる次世代のネットワーク環境のあり方について調査・検証し、ガイドライン
として取りまとめ、広く普及する。

【成果指標（アウトカム）】
・クラウド上の教材等を利用可能な学校の割合：100%(平成32年度)
【活動指標（アウトプット）】
・スマートスクール・プラットフォーム標準仕様：１策定数(平成30年度)

【施策目標等の達成又は測定指標の推移に対する寄与の内容】
学校現場において、多様なデータを安全かつ効率的・効果的に利活用可能な基盤を構築し、標準仕
様及びガイドラインにとりまとめて広く普及することは、「情報通信技術高度利活用の推進」に寄与す
るものである。

0087

(36) 被災地域情報化推進事業（平成24年度）（復興庁からの移替え）
753百万円

(484百万円)
221百万円
(50百万円)

119百万円 1

東日本大震災で被災した地方自治体が抱える課題について、当該地方公共団体が情報通信技術
（ICT）を活用して効率的・効果的に解決する取り組みに対して支援を行う。

【成果指標（アウトカム）】
・被災自治体等に対する共聴施設等整備事業完了地区における難視世帯数：０件(平成28年度)
・被災自治体等に対する地上ラジオ放送受信環境整備事業完了件数：１件(平成28年度)
・被災自治体等に対するブロードバンド基盤整備事業完了件数：１件(平成28年度)
・被災自治体等に対する公共施設等情報通信環境整備事業完了件数：０件(平成28年度)
【活動指標（アウトプット）】
・（共聴施設等整備事業）補助事業採択地区数：34件(平成29年度)
・（地上ラジオ放送受信環境整備事業）補助事業採択件数：０件(平成29年度)
・（ブロードバンド基盤整備事業）補助事業採択件数：２件(平成29年度)
・（公共施設等情報通信環境整備事業）補助事業採択件数：０件(平成29年度)

【施策目標等の達成又は測定指標の推移に対する寄与の与の内容】
東日本大震災で被災した地方自治体が抱える課題を解決するための事業に対して補助を実施し、
復興に向けた新たな街づくりに合わせて、超高速ブロードバンド、放送の受信環境及び公共施設等
向け通信基盤・システムの整備を推進することにより、被災地域におけるICTの活用の促進、イン
ターネットを活用した商取引の活性化や企業誘致等につながるため、ICTによる新たな産業・市場を
創出することに寄与する。

-

(37) 地域におけるIoTの学び推進事業（平成30年度） - - 150百万円 16



(41) 次世代映像配信技術に関する実証（平成30年度） -
1百万円

(1百万円)
995百万円 4

次世代映像配信技術の社会実装を図るべく、以下のような取組を通じて、必要な技術仕様等の策定
やステークホルダー間の連携を促進する。
○４Ｋ・８Ｋ衛星放送に係る高度なサービスの実現に向けた技術の実証
○ネット同時配信等が本格化した場合のトラヒック需要推計
○ケーブルテレビによるIPネットワークを活用した放送技術の実証　など

【成果指標（アウトカム）】
・次世代映像配信技術の実装に必要な技術仕様や運用基準の策定件数：４件(平成31年度)
【活動指標（アウトプット）】
・本事業で検証された技術の件数：４件（平成30年度）

【施策目標等の達成又は測定指標の推移に対する寄与の内容】
多地点・多場面・多デバイスに対して安定的かつ効率的に高精細・大容量の映像配信を可能とする
次世代映像配信技術の実装を図ることで、国民の利便性向上や地域経済の活性化、映像コンテンツ
市場等の関連市場の拡大を図る。

0090

(39) 放送コンテンツ海外展開総合強化事業（平成29年度） -
0百万円

(0百万円)
1,280百万円 1,5

放送コンテンツを制作する民間事業者等と、他分野・他産業（観光業、地場産業、他のコンテンツ
等）、地方公共団体等の関係者が幅広く協力し、「クールジャパン戦略」、「ビジットジャパン戦略」、
「地方の創生」、「TPP／日EU・EPAの活用促進」等に資する放送コンテンツを制作、発信するととも
に、様々な連動プロジェクトを一体的に展開する取組等を支援する。

【成果指標（アウトカム）】
・放送コンテンツ関連海外売上高：500億円(平成32年度)
【活動指標（アウトプット）】
・発信された放送コンテンツの量：
【施策目標等の達成又は測定指標の推移に対する寄与の内容】
放送コンテンツの海外展開を通じて、観光地や地域産品といった日本の魅力の海外発信を強化し、
訪日観光客の増加や地域産品の販路拡大等を後押しすることにより、「クールジャパン戦略」、「ビ
ジットジャパン戦略」、「地方の創生」、「TPP／日EU・EPAの活用促進」等の推進を図り、我が国の経
済活性化に貢献する。

0088

(38) 視聴覚障害者等のための放送視聴支援事業（平成30年度） - - 30百万円 19

字幕が付与されていない放送番組について、放送番組と連動してスマートフォンやタブレット上で字
幕を表示させるための技術等の実用化に向け、アプリケーション等の開発や有用性の確認を行う者
に対し、経費を助成する。

【成果指標（アウトカム）】
・本事業により実用化された技術を恒常的に活用する放送事業者数：13者(平成32年度)
【活動指標（アウトプット）】
・本事業により実用化を目指す技術を試す放送事業者数：27者（平成30年度）

【施策目標等の達成又は測定指標の推移に対する寄与の内容】
深夜の大規模災害時等における緊急放送や、ローカル局が提供する地域の災害情報等に字幕等が
付与されていない場合であっても、視聴覚障害者等が自身のスマートフォンやタブレット上で字幕を
表示すること等により災害等の情報を入手することが可能となり、視聴覚障害者や高齢者を含めた、
多くの視聴者がテレビジョン放送の内容を理解し、情報アクセス機会を確保できるようにすることに寄
与する。

新30‐0012

(40) 競技会場におけるICT利活用促進事業（平成29年度） -
0百万円

(0百万円)
199百万円 23

無線LAN、デジタルサイネージ、スマートフォン等のICTを利活用することにより、災害発生時等の緊
急時において、外国人や障がい者等を含め、その属性や身体的特性に応じ円滑に避難できる仕組
みを、競技会場や地域の特性等も踏まえて構築・実証する。
モニター等による避難誘導の実証を行い、モデルの有効性や有用性を検証した上で、2019年度のラ
グビーＷ杯、2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会を見据え、全国の競技会場へ普及
展開するための検討を行う。

【成果指標（アウトカム）】
・競技会場におけるICTを利活用した避難誘導の仕組みの展開数：３件(平成30年度)
【活動指標（アウトプット）】
・実施した実証事業の件数：３件（平成30年度）

【施策目標等の達成又は測定指標の推移に対する寄与の内容】
競技会場において、災害時に外国人や障がい者等が円滑に避難できるようにするためのICT利活用
のモデルの展開を図ることで、誰もが安全・安心に観戦できるスタジアム・アリーナの整備に寄与す
る。

0089



(43) 放送コンテンツ海外展開強化事業（平成30年度） - - 351百万円 1,5

放送コンテンツを制作する民間事業者等と、他分野・他産業（観光業、地場産業、他のコンテンツ
等）、地方公共団体等の関係者が幅広く協力し、「クールジャパン戦略」、「ビジットジャパン戦略」、
「地方の創生」等に資する放送コンテンツを制作、発信するとともに、様々な連動プロジェクトを一体
的に展開する取組を支援する。

【成果指標（アウトカム）】
・放送コンテンツ関連海外売上高：500億円(平成32年度)

【活動指標（アウトプット）】
・発信された放送コンテンツの量

【施策目標等の達成又は測定指標の推移に対する寄与の内容】
放送コンテンツの海外展開を通じて、観光地や地域産品といった日本の魅力の海外発信を強化し、
訪日観光客の増加や地域産品の販路拡大等を後押しすることにより、「クールジャパン戦略」、「ビ
ジットジャパン戦略」、「地方の創生」の推進を図り、我が国の経済活性化を図る。

新30‐0014

(45) 情報信託機能活用促進事業（平成30年度） - -

120百万円 8

ブロックチェーン技術活用に当たっての運用面、ルール面及び技術面での課題を抽出すること等に
より、官民におけるブロックチェーン技術の社会実装を推進する。

【成果指標（アウトカム）】
・ブロックチェーン技術の導入に向けた運用面、ルール面及び技術面の３つの課題を整理：100%(平
成30年度)
・実証で扱ったユースケースにおける、従来型のデータベース技術を用いた業務と比較した業務効率
化の度合い：20%（平成31年度）

【活動指標（アウトプット）】
・実証したユースケースの件数：２件（平成30年度）

【施策目標等の達成又は測定指標の推移に対する寄与の内容】
新たな技術であるブロックチェーン技術の活用について実証・検証を実施することで、運用面、ルー
ル面及び技術面の課題を抽出すること等により、官民の幅広い分野におけるブロックチェーン技術の
社会実装に寄与する。

新30‐0015

(42) オープンデータ・テストベッド整備等事業（平成30年度） - - 320百万円 7

地方公共団体等におけるオープンデータの取組を支援するため、地方公共団体等の職員がデータ
の加工・公開などの知識・技術を習得できる研修環境や、データを保有する地方公共団体等とそれ
を活用する民間事業者等との調整・仲介機能等の環境を整備する。併せて、地方公共団体のデータ
公開に向けたインセンティブを高めるため、公開されたオープンデータの有効活用につながるユース
ケースの策定・提示を行う。

【成果指標（アウトカム）】
・オープンデータに取り組む地方公共団体数/全地方公共団体数：100%(平成32年度)

【活動指標（アウトプット）】
・地方公共団体職員向けのオープンデータ研修の受講人数：500人（平成30年度）

【施策目標等の達成又は測定指標の推移に対する寄与の内容】
地方公共団体職員向けオープンデータ研修や民間企業のオープンデータに関するニーズと地方公
共団体との調整・仲介等を通じて、地方公共団のオープンデータの取組率向上に寄与する。

新30‐0013

(44) ブロックチェーン利活用推進事業（平成30年度） - -

327百万円 34

パーソナルデータを含めたデータの円滑な流通に有効とされている情報信託機能について、モデル
ケースの創出、当該機能を担う者の要件や関係者間に必要なルール等の整理、制度的な課題抽出
等を行い、必要な制度整備等に繋げることで、情報信託機能の社会実装を促し、データの流通・活用
のさらなる促進をめざす。
【成果指標（アウトカム）】
・情報信託機能等に関する制度整備：１件(平成32年度)

【活動指標（アウトプット）】
・実証したモデルケースの件数：４件（平成30年度）

【施策目標等の達成又は測定指標の推移に対する寄与の内容】
情報信託機能等を担う者の要件や関係者間に必要なルール等を検証するとともに、情報信託機能
等を運用するにあたっての課題の抽出・解決策の検討及びモデルケースの創出を行うことで、情報
信託機能等の社会実装を促し、パーソナルデータの流通・活用の促進に寄与。

新30‐0016



(49) 特定通信・放送開発事業実施円滑化法（平成２年） - -

(46) 地域IoT実装総合支援パッケージ施策（平成30年度） - - 460百万円 1,25

超少子高齢化等が進展する地域においては、生活や産業の基盤が従来の形で維持できなくなりつ
つある。IoT実装を通じた官民データ利活用による課題解決が期待されるが、予算や人材の制約等
により、地域における取組が進んでいない。そのため、民間活力を最大限に活用しつつ、地域におけ
るIoT実装を進めるため、計画策定支援、実装事業の支援等を総合的に実施する。

【成果指標（アウトカム）】
・生活に身近な分野でのIoTを活用した取組により地域情報化を実現した地方公共団体数：800地域
(平成32年度)

【活動指標（アウトプット）】
・計画策定・推進体制構築支援事業における地方公共団体支援数：10件（平成30年度）
・地域IoT実装推進事業（補助事業）の完了件数：25件（平成30年度）

【施策目標等の達成又は測定指標の推移に対する寄与の内容】
生活に身近な分野における地域へのIoTの実装により、地域課題解決・地域活性化の取組に貢献す
ることとなるため、社会課題の解決に寄与する。

新30‐0017

(47) 電子署名及び認証業務に関する法律（平成12年） - - - 27
電子署名に関し、電子署名の円滑な利用の確保による情報の電磁的方式による流通及び情報処理
の促進を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与するため、当該法第４条に
基づき、安全性等に関する一定の基準に適合した特定認証業務の認定を実施。

(53)
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
（所得税、法人税）（平成15年度）

- -

(50) 国立研究開発法人情報通信研究機構法（平成28年改正） - - - 28

国立研究開発法人情報通信研究機構法を改正し、国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）の
業務の範囲に、「サイバーセキュリティに関する演習その他の訓練」を追加（平成28年４月20日成
立、同５月31日施行予定）。
NICTが有するサイバーセキュリティに関する技術的知見及び演習基盤を活用して、国の行政機関や
重要インフラ事業者等を対象として、効果的な演習を実施する。

(51)
産業競争力強化法に基づく事業再編等に係る登録免許税の軽減
（登録免許税）（平成26年度）

- - - 1
事業再編計画、特定事業再編計画の認定を受けた事業者が、認定計画に従って行う合併、会社の
分割、事業若しくは事業に必要な資産の譲受け、出資の受入れ、会社の設立等について、登録免許
税の軽減

(48)
身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円
滑化事業の推進に関する法律（平成５年）

- - - 18

社会経済の情報化の進展に伴い身体障害者の電気通信の利用の機会を確保することの必要性が
増大していることにかんがみ、通信・放送身体障害者利用円滑化事業を推進するための措置を講ず
ることにより、通信・放送役務の利用に関する身体障害者の利便の増進を図り、もって情報化の均衡
ある発展に資する。
当該法第４条に基づき、身体障害者の利便の増進に資する通信・放送役務の提供、又は開発を行う
者に対し、国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)を通じて、その経費の２分の１を上限に助成
を実施。

- 1

社会経済の情報化の進展に伴い国民経済及び国民生活における情報の流通の重要性が増大して
いることにかんがみ、特定通信・放送開発事業の実施の円滑化に必要な措置を講ずること等により、
新たな通信・放送事業分野の開拓等を通じて電気通信による情報の円滑な流通の促進を図り、もっ
て我が国における情報化の均衡ある発展に資する。

(54)
沖縄の情報通信産業振興地域において工業用機械等を取得した
場合の法人税額の特別控除（法人税）（平成10年度）

- - - 1
情報通信産業振興地域として定められた地区において、工業用機械等の取得をして電気通信業等
の事業の用に供した場合には、初年度において取得価額の15％（建物等については８％）の法人税
額控除

(52) 中小企業投資促進税制（所得税、法人税）（平成10年度） - - - 1

中小企業者等が、機械装置等の取得等をした場合には、取得価額（船舶は取得価額の75％）の①
30％の特別償却又は②７％の税額控除ができる。（資本金３千万超の中小企業は30％の特別償却
のみ）
※控除税額の上限は、中小企業経営強化税制、中小企業投資促進税制、商業・サービス業・農林水
産業活性化税制の控除税額の合計で、その事業年度の法人税額又は所得税額の20％を上限とす
る。

- 1
中小企業者が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合、当該減価償却資産の年間取
得価額の合計額300万円を限度として、全額損金算入(即時償却)を認める。



- 1

中小企業者等が、機械装置等の取得等をした場合には、取得価額（船舶は取得価額の75％）の①
30％の特別償却又は②７％の税額控除ができる。（資本金３千万超の中小企業は30％の特別償却
のみ）
※控除税額の上限は、中小企業経営強化税制、中小企業投資促進税制、商業・サービス業・農林水
産業活性化税制の控除税額の合計で、その事業年度の法人税額又は所得税額の20％を上限とす
る。

(55)
沖縄の情報通信産業特別地区における認定法人の所得の特別控
除（法人税）（平成10年度）

- - - 1
情報通信産業特別地区として定められた地区において新設された法人のうち認定を受けた法人につ
いて、設立後10年間、40％の所得控除

(61) コンテンツ海外展開等促進基金（平成24年度） - - - 5

①ローカライズ支援
経済産業省と総務省で共同で、公募による法人を通じ、クールジャパン戦略に役立つ放送コンテン
ツ、映画等の映像コンテンツに対する現地語字幕の付与・吹き替え等（ローカライズ）に対して、1/2
補助を実施する。
　対象者：民間企業
②プロモーション支援
経済産業省が、公募により選定する法人を通じ、クールジャパン戦略に役立つプロモーションにつ
き、その活動費の一部を補助する。
　対象者：民間企業

【成果指標（アウトカム）】
・本施策のローカライズ支援を受けたコンテンツの量（時間）/本施策の支援を受けたプロモーション
件数
【活動指標（アウトプット）】
・補助事業者への交付決定額

【施策目標等の達成又は測定指標の推移に対する寄与の内容】
公募による法人を通じ、クールジャパン戦略に役立つ放送コンテンツ、映画等の映像コンテンツに対
する現地語字幕の付与・吹き替え等（ローカライズ）に対して、1/2補助を実施することにより、日本の
放送コンテンツの海外への販売を促進し、新たな市場を開拓するとともに、放送コンテンツ関連海外
市場売上高の増加に寄与する。

(59)
沖縄情報通信産業振興税制（事業所税、減収補填措置）
（平成10年度）

- - - 1

(1) １千万円以上の機械等及び１億円以上の建物等に係る情報通信産業等の事業の用に供する施
設を新増築した場合に事業所税（資産割）課税標準を２分の１とする
(2) 事業の用に供する設備・不動産を新増設した者について、地方公共団体が事業税等を課さな
かった場合又は不均一課税をした場合、地方交付税による減収補填

(56) エンジェル税制（所得税）（平成９年度） - - - 1
特定中小会社が発行した株式取得に要した金額の控除、未上場ベンチャー企業株式売買に係る損
失の繰越控除

(57) 中小企業投資促進税制（法人住民税、事業税）（平成10年度） - -

(62) 中小企業経営強化税制（所得税、法人税）（平成29年度） - - - 1

経営力向上計画の認定を受けた中小企業者等が、設備（注）投資をする際、①即時償却又は②７％
の税額控除（資本金３千万以下もしくは個人事業主は10％）ができる。
※控除税額の上限は、中小企業経営強化税制、中小企業投資促進税制、商業・サービス業・農林水
産業活性化税制の控除税額の合計で、その事業年度の法人税額又は所得税額の20％を上限とす
る。

（注）上記の「設備」とは、中小企業等経営強化法に規定する次の設備をいう。
　[A類型] 生産性向上設備（生産性が年平均１％以上向上）
　[B類型] 収益力強化設備（投資利益率が５％以上のパッケージ投資）

(58)
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
（個人住民税、法人住民税、事業税）（平成15年度）

- - - 1
中小企業者が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合、当該減価償却資産の年間取
得価額の合計額300万円を限度として、全額損金算入(即時償却)を認める。

(63) 中小企業経営強化税制（法人住民税、事業税）（平成29年度） - - - 1

経営力向上計画の認定を受けた中小企業者等が、設備（注）投資をする際、①即時償却又は②７％
の税額控除（資本金３千万以下もしくは個人事業主は10％）ができる。
※控除税額の上限は、中小企業経営強化税制、中小企業投資促進税制、商業・サービス業・農林水
産業活性化税制の控除税額の合計で、その事業年度の法人税額又は所得税額の20％を上限とす
る。

（注）上記の「設備」とは、中小企業等経営強化法に規定する次の設備をいう。
　[A類型] 生産性向上設備（生産性が年平均１％以上向上）
　[B類型] 収益力強化設備（投資利益率が５％以上のパッケージ投資）

(60) エンジェル税制（個人住民税）（平成９年度） - - - 1
特定中小会社が発行した株式取得に要した金額の控除、未上場ベンチャー企業株式売買に係る損
失の繰越控除



※１　政策とは、「目標管理型の政策評価の実施に関するガイドライン」（平成25年12月20日政策評価各府省連絡会議了承）に基づく別紙１の様式における施策に該当するものである。

※２　「年度ごとの実績（値）」欄のかっこ書きの年度は、その測定指標の直近の実績（値）の年度を示している。

※３　前年度繰越し、翌年度繰越しの他、移流用増減、予備費での措置等を含む。

※４　測定指標は施策目標の達成状況が端的に分かる指標を選定しており、必ずしも達成手段と関連しないため「―」となることがある。

政策の予算額・執行額
8,109百万円

（7,285百万円）
12,306百万円
11,046百万円）

8,844百万円

世界最先端IT国家
創造宣言・官民デー
タ活用推進基本計
画

平成29年５月
30日

第１部　総論
第２部　Ⅱ　施策集
別表

施政方針演説等の名称 年月日 関係部分（抜粋）

政策に関係する内閣の重要政
策（施政方針演説等のうち主な
もの）

未来投資戦略

平成25年６月
14日
(26年６月24日
改訂)
(27年６月30日
改訂)
(28年６月２日
改訂)
(29年６月９日
改訂)

第一 ポイント
第二 具体的施策


